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平成２８年度第３四半期の保安検査の実施状況について 

 

平成２ ９年２ 月１５ 日 

原 子 力 規 制 庁 
 

平成２８年度第３四半期（１０月～１２月）に実施した核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）に基づく保安
検査の実施状況等を報告する。 
 
Ⅰ．発電用原子炉施設（廃止措置中のものを除く）に係る保安検査について 

（別添１参照） 
１．発電用原子炉施設（特定原子力施設を除く） 

（１）平成２８年度第３回保安検査の結果 

①検査の目的 

原子力発電所の安全を確保するために発電用原子炉設置者及びその従業者
が守らなければならない保安規定※１の遵守状況に関して、原子炉等規制法第４
３条の３の２４第５項の規定に基づき、確認を行うものである。 
※１ 保安規定は、以下の業務等が定められている。 

品質保証、体制及び評価、運転管理業務、燃料管理業務、放射性廃棄物管理業務、放射線管理業

務、保守管理業務、緊急時の措置、保安教育、記録及び報告 

 

②検査実施期間及び検査実施者 
別表１－１に示す期間（２週間程度）、各原子力規制事務所に駐在している

原子力保安検査官他が実施した。 

 
③検査内容 

別表１－１に示すとおり、各原子力規制事務所が発電所ごとに、保安活動の
実施状況に着目した検査項目を設定し、施設への立入り、物件検査及び関係者
への質問を行い、保安規定の遵守状況を確認した。 

 

④検査結果 
検査の結果は、別表１－１に示すとおりである。 
保安規定違反（監視を含む）※２に該当する事象は確認されなかった。 

※２ 保安規定違反の判定区分については、参考資料に示す発電用原子炉施設保安検査実施要領の判定

基準に従って区分している。 

 
（２）安全確保上重要な行為等の保安検査結果について 

①検査の目的 
事業者が行う原子炉の起動・停止、燃料の装荷・取出し、重大事故発生時等

の対策要員の訓練等の安全確保上重要な行為等に対し、原子炉等規制法第４３
条の３の２４第５項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第９３
条第２項の規定に基づき、確認を行うものである。 

 
②検査内容 

本年度第３四半期においては、別表１－２に示すとおり検査を実施し、施設
への立入り、物件検査、関係者への質問及び記録確認等を行い、保安規定の遵
守状況を確認した。 

資料２－１ 
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③検査結果 
検査の結果、各発電所（号機）においては、所内で定められた手順書等に従

い、安全確保上重要な行為等の保安活動が適切に実施されており、保安規定違
反（監視を含む）に該当する事象は認められなかった。 
 

（３）保安検査期間外の保安規定違反について 
平成２８年度第３四半期では、保安検査期間外において、保安規定違反に該当

する事象は認められなかった。 
 
２．特定原子力施設（東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所） 

（１）平成２８年度第３回保安検査の結果 

①検査の目的 

特定原子力施設の実施計画（以下「実施計画」という。）に定める保安のた
めの措置※３の実施状況に関して、原子炉等規制法第６４条の３第７項の規定に
基づき、確認を行うものである。 
※３ 実施計画Ⅲ「特定原子力施設の保安」に定められている従来の保安規定に相当する部分。 

 

②検査実施期間及び検査実施者 
別表１－３に示す期間、福島第一原子力規制事務所に駐在している原子力保

安検査官が実施した。 
 

③検査内容 
別表１－３に示すとおり、福島第一原子力規制事務所が、実施計画に定めら

れた保安のための措置に着目した検査項目を設定し、施設への立入り、物件検
査、関係者への質問を行い、実施計画に定める保安の措置の遵守状況を確認し
た。 

 

④検査結果 
検査の結果は、別表１－３に示すとおりである。 
実施計画違反に該当する事象は確認されなかった。 
 

（２）保安検査期間外の実施計画違反について 
平成２８年度第３四半期の保安検査期間外においては、実施計画違反に該当す

る事象は確認されなかった。 
 
３．運転上の制限の逸脱に対する立入検査結果について  

平成２８年度第３四半期においては、運転上の制限を逸脱した事象が、東京電
力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所において１件（常用原子炉注
水系において原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていない）発生した。概要及
び原子力規制庁の確認結果については別表１－４に示すとおりである。 

 
Ⅱ.核燃料施設等に係る保安検査について（別添２参照） 
 
１．平成２８年度第３回保安検査の結果 
（１）検査の目的 

加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設（廃止措置中のもの
に限る）、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設及び核燃料物質の使
用施設（以下「核燃料施設等」という。）に係る原子力安全を確保するために、
加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、
廃棄事業者、使用者及びそれらの従業者が守らなければならない保安規定の遵
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守状況に関して、原子炉等規制法第２２条第５項、第３７条第５項、第４３条
の３の２４第５項、第５０条第５項、第５１条の１８第５項又は第５６条の３
第５項の規定に基づき、確認を行うものである。 

 
（２）検査実施期間及び検査実施者 

別表２－１に示す期間において、各原子力規制事務所に駐在している原子力
保安検査官他が実施した。 

 
（３）検査内容 

別表２－１に示すとおり、事業所ごとに保安活動の実施状況に着目した検査
項目を設定し、施設への立入り、物件検査及び関係者への質問を行い、保安規
定の遵守状況を確認した。 

 
（４）検査結果 

検査結果は、別表２－１に示すとおりである。 
このうち、保安規定違反（監視※４を含む）に該当する事象が、以下の７事業

所において計１０件（うち監視６件）確認された。 
・日本原燃株式会社再処理事業所（再処理施設）：２件（第１低レベル廃棄物

貯蔵建屋における放射性廃棄物の不適切な管理、設計及び工事の方法の認可
申請書と工事実施範囲の不整合（申請書作成プロセスの不備） 

・日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所（加工施設）：１件（根本原因分析に基
づく改善提言に対する不適切な是正措置） 

・日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所（廃棄物埋設施設）：１件（廃棄物埋設
施設の巡視・点検の状況に係る記録の未作成について） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（再処
理施設）：２件（ガラス原料供給施設の不具合に係る不適合管理の不履行、
ガラス原料供給施設における故障表示発生時の記録の保存に係る不履行） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（使用
施設）：１件（核燃料物質の取扱量に係る不十分な表示） 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機原子力科学研究所（使用施設）：１
件（核燃料物質の取扱量に係る不十分な表示） 

・原子燃料工業株式会社熊取事業所（加工施設）：２件（負圧警報発報時にお
ける不適切な対応、工事計画の策定に係る不適切な審査） 

 
詳細な内容は別表２－２のとおり。 

※４ 保安規定違反の判定区分については、核燃料施設等保安検査実施要領の判定基準により、影響が軽

微な場合には「監視」として区分している。 

    保安規定違反（「監視」以外） 

 
２．保安検査期間外の保安規定違反について 

平成２８年度第３四半期では、保安検査期間外において、保安規定違反のう
ち保安規定違反（監視を含む）に該当する事象が以下の２事業所で計２件（う
ち監視１件）確認された。 
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）

（使用施設）：1 件（放射線管理用機器の異常時に係る不適切な措置） 
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置研究開発センター

（ふげん）：１件（原子力廃止措置研究開発センターにおける検査記録の管理
不備について） 
 
詳細な内容は別表２－３のとおり。 
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表 保安規定違反の判定基準1 

 

判定区分 

 

 

Ⅰ．安全機能 

 

Ⅱ．放射線被ばく 

 

Ⅲ．品質保証 

 

 

 

 

違反１ 

 
○重要度分類指針においてクラス１

（PS-1/MS-1）に分類される安全機

能のうち、保安規定違反が発生し
てから是正されるまでの間の原子
炉の状態において担保するべき安

全機能の喪失に至った場合、担保
するべき安全機能に影響を及ぼし
た場合又は担保するべき安全機能

の健全性を担保できなかった場合
（★） 

○重大事故等発生時又は大規模損壊

発生時における発電用原子炉施設
の保全のための活動を行う体制が
整備されていない場合又は当該体

制の機能に影響を及ぼした場合
（☆） 

 

 
○放射性廃棄物の放出において、放射

性物質濃度（３ヶ月平均）が法令・規

制要求事項で定まる限度値を超えた
場合（★） 

○放射線業務従事者の実効線量又は等

価 線量が法令・規制要求事項で定ま
る限度値を超えた場合（★） 

○新燃料及び使用済燃料の運搬におい

て、容器等の線量当量率又は容器等
の表面汚染密度が法令・規制要求事
項で定まる限度値を超えた場合（★） 

○（固体）放射性廃棄物の運搬、移動に
おいて、廃棄物の放射能濃度又は容
器等の線量当量率又は容器等の表面

汚染密度が法令・規制要求事項で定
まる限度値を超えた場合（★） 

○管理区域の出入管理において、退出

者の表面汚染密度が法令・規制要求
事項で定まる限度値を超えた場合
（★） 

○管理区域に係る値が法令・規制要求
事項で定まる限度値を超えた場合
（保安規定に記載された管理区域が

設定されていなかった場合も含む）
（★） 

○管理区域外等への搬出及び運搬にお

いて、容器等の線量当量率又は物品、
容器等の表面汚染密度が法令・規制
要求事項で定まる限度値を超えた場

合（★） 

 
○品質マネジメントシステムが機能して

いないことにより原子力安全に影響を

及ぼすと判断される場合 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

違反２ 

 
○品質マネジメントシステムの欠陥又は

品質保証に係る保安規定の不履行によ

り原子力安全に影響を及ぼすと判断さ
れる場合（☆） 

 

○重要度分類指針においてクラス２
（PS-2/MS-2）に分類される安全機
能のうち、保安規定違反が発生し

てから是正されるまでの間の原子
炉の状態において担保するべき安
全機能の喪失に至った場合、担保

するべき安全機能に影響を及ぼし
た場合又は担保するべき安全機能
の健全性を担保できなかった場合

（★） 

 

○放射性廃棄物の放出において、保安
規定で定めた放射性廃棄物の放出管
理目標値又は放出管理の基準値を超

えた場合（★） 

 

 

 

 

違反３ 

 

 

 

 

 
○重要度分類指針においてクラス３

（PS-3/MS-3）に分類される安全機
能のうち、保安規定違反が発生し
てから是正されるまでの間の原子

炉の状態において担保するべき安
全機能の喪失に至った場合、担保
するべき安全機能に影響を及ぼし

た場合又は担保するべき安全機能
の健全性を担保できなかった場合
（★） 

 
○放射性廃棄物の放出において、保安

規定で定めた経路以外又は保安規定
で定めた管理（測定を含む）を伴わ
ない放出を行った場合（★） 

○実用発電用原子炉の設置、運転等に
関する規則第１３４条第１１号で定
める原子炉施設の故障その他不測の

事態が生じたことにより、管理区域
内に立ち入るものが、同規則同条同
号で定めた値を超えた場合（★） 

       

 

 

監視 

 
○上記の判定基準に該当しない場合 

 
○上記の判定基準に該当しない場合 

 
○上記の判定基準に該当しない場合 

注１ 重要度分類指針：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定） 

注２ ★は、実際の原子力安全に及ぼした影響の程度に応じて違反区分を判定 

 ☆は、原子力安全に及ぼす影響の程度に応じて違反区分を判定 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 発電用原子炉施設保安検査実施要領（平成 27 年 11 月 10 日改正 原規規発第 1511103 号）より抜粋。 

 なお、本基準は、核燃料施設等には適用しない。 

参考資料 
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発電用原子炉施設に係る保安検査結果報告 

別表１－１：平成２８年度第３回保安検査 検査項目及び検査結果 

(１／１７) 

発電所名 北海道電力株式会社泊発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～１２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は、保安検査実施方針※1に基づく検査項目。） 
①原子力防災資機材等の管理状況 
②原子力防災訓練の実施状況 
③組織の力量管理の実施状況 
④保安管理体制の維持状況（抜き打ち検査） 
⑤記録管理の実施状況（抜き打ち検査） 

 
２）追加検査項目※2 
なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「原子力防災資機材等の管理状況」、「原子力

防災訓練の実施状況」、「組織の力量管理の実施状況」、「保安管理体制の

維持状況（抜き打ち検査）」及び「記録管理の実施状況（抜き打ち検査）」

を基本検査項目として検査を実施した。 

基本検査の結果、「原子力防災資機材等の管理状況」については、「泊発

電所防災資機材管理要則」に基づき、保修担当課が各防災資機材の配備状況

の確認、使用期限切れ前の補充等の整備及び定期点検を実施し、その結果を

防災・安全対策室長が取りまとめて年１回の頻度で発電所長に報告し、適正

に維持管理していることを「防災資機材点検表（平成２８年９月３０日）」

等の点検記録により確認した。また、大津波警報発令下における構内入域ル

ートである宮丘地区から大和門へのアクセスルート上の３ヶ所の配備場所及

び発電所構内における防災資機材について、用途毎の識別表示、配備数、配

備場所等が「泊発電所防災資機材管理要則」と一致していること、使用期限

内であること、資機材の保管状況に異常がないこと等を現場立会により確認

した。 

「原子力防災訓練の実施状況」については、中期的な訓練計画「方針書：

重大事故等を含む５カ年訓練中期計画について（改正２）（平成２８年３月

３０日）」に基づく具体的な計画を策定して原子力防災訓練(総合訓練)を実

施していることを「平成２８年度泊発電所原子力防災訓練計画についてＲｅ

ｖ１（平成２８年５月６日）」及び「原子力防災訓練（総合訓練）実施計画

書（平成２８年６月２２日）」により確認した。原子力防災訓練（総合訓

練）結果の評価については、訓練参加者以外の評価者が、訓練実施状況を観

察し、訓練目標に対する到達状況、昨年度の泊発電所原子力防災訓練の改善

事項等の対応状況及び今後に向けた改善事項を取りまとめ、発電所長に報告

していることを「平成２８年度原子力防災訓練（総合訓練）実施報告書」に

より確認した。 

「組織の力量管理の実施状況」については、保安規定第３条６．２．２項

で定める「原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力

量」の管理について、技術課及び安全管理課においては、「泊発電所教育訓

練管理要領」に基づき、同課の教育実施者である課長により、ＯＪＴ及びＯ

ＦＦ－ＪＴ教育注に関する年度教育計画が教育対象者毎に作成されて、教育

が行われていること並びに訓練実施後年度末に「業務遂行に必要な知識・技

能（力量）の評価基準」に基づき教育対象者毎に力量の評価が行われている

ことを「教育計画・実績管理総括シート」、「教育・訓練計画および実績

表」等により確認した。また、保安規定第１２９条で定める「所員への保安

教育」については、各課（室、センター）において、「泊発電所教育訓練管

別添１ 
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※1 原子力規制委員会が示す保安検査の重点方針及び各規制事務所における前年度の評価結果を踏まえ、各規制事務

所が当該年度の検査で実施する項目及び実施時期を明確にしたもの。 

※2 保安規定違反の取扱に定める違反の区分で「違反」以上の判定を行った場合等に実施する検査。 

 

 

  

理要領」に基づき、保安教育計画に基づく保安教育が実施され、受講生の理

解度の確認が講師により行われていること及び保安教育の実施結果が年度末

に発電所長に報告されていることを「平成２７年度保安教育計画および実績

表」及び「保安教育実施報告書」により確認した。なお、発電所員に対する

教育・訓練の実施状況を確認するため、発電所員に対しインタビューを実施

した。 
注：off-the-job training の略で日常の業務を離れて行う教育訓練のこと 

 

「保安管理体制の維持状況（抜き打ち検査）」については、保安規定の変

更（平成２８年１０月２６日変更認可、１１月４日施行）により、電気主任

技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに

電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で

必要となる権限と組織上の位置付けが規定されたことから、改正保安規定の

施行前までに「泊発電所電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術

者業務要領」の制定が「泊発電所文書管理要領」に基づき適切に行われてい

ることを「泊発電所安全運営委員会議事録」及び「共通承認書（決裁：２０

１６年１０月３１日）」により確認した。また、原子炉主任技術者、電気主

任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の保安活動の実施状況について

は「泊発電所原子炉主任技術者業務マニュアル」及び「泊発電所電気主任技

術者およびボイラー・タービン主任技術者業務要領」に基づき適正に行われ

ていることを、「泊発電所運転記録」（１号機、２号機、３号機）、「泊発

電所引継日誌」（１号機、２号機、３号機）等の記録により確認した。 

「記録管理の実施状況」については、保安規定が変更（平成２８年１０月

２６日変更認可、１１月４日施行）され、保安規定第１３１条の表１３１－

２（実用炉規則第３７条及び第５７条に基づく記録）に示す「１．溶接事業

者検査の結果の記録」及び「２．定期事業者検査の結果の記録」が保安に関

する記録として規定されたことから、改正保安規定の施行前までに「泊発電

所記録管理要領」の改正が「泊発電所文書管理要領」に基づき適切に行われ

ていることを「泊発電所安全運営委員会議事録」及び「共通承認書（決裁：

２０１６年１０月１８日）」にて確認した。また、保安規定第１３１条に基

づく保安に関する記録の保管管理状況を確認するため各課室の執務室に立入

り、確認する記録を抜き打ちで指定し、検索が容易であり、識別、保存状態

等に異常がないことを現場立会により確認した。また、各課の執務室以外の

保管管理状況についても、保管場所毎に記録の保存状態等に異常がないこと

を現場立会により確認した。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者から

施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視、定例試験

（１Ａディーゼル発電機起動試験）への立会等を行った結果、問題となる事

項は認められなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る

保安活動は、良好なものであったと判断する。 
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（２／１７） 

発電所名 東北電力株式会社東通原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～１２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①マネジメントレビューの実施状況（本店検査） 

②内部監査の実施状況（本店検査） 

③安全文化醸成活動の実施状況 

④不適切なケーブル敷設に係る改善措置の実施状況 

⑤不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

⑥記録の管理状況（抜き打ち検査） 

 

２）追加検査項目 

なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「マネジメントレビューの実施状況」、「内部監

査の実施状況」、「安全文化醸成活動の実施状況」、「不適切なケーブル敷設に

係る改善措置の実施状況」、「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況」

及び「記録の管理状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目として選定し、検査を

実施した。 

検査の結果、「マネジメントレビューの実施状況（本店検査）」については、

東北電力本店（以下「本店」という。）における検査を女川原子力規制事務所と

合同で実施し、平成２８年度上期マネジメントレビューのインプットについて、

実施部門では各室部所から提出されたマネジメントレビュー資料をもとに実施

部門のインプット（総括表）等を作成していること、内部監査部門では品質マネ

ジメント活動の主要な問題・課題等とともに内部監査部門のインプット（総括

表）等を作成していることを確認した。 

一方、社長のアウトプットについては女川原子力発電所長レビュー結果に基

づく課題である原子力発電所に係わるヒューマンエラーの再発防止対策を受け

て対策の徹底を図ることが含まれていること等を確認した。また、社長のアウト

プットを受けて、実施部門及び内部監査部門の管理責任者から指示事項が発出

されていることを「平成２８年度（上期）原子力品質マネジメントレビューの社

長アウトプットを受けた指示事項」等にて確認した。さらに、経営責任者の積極

的な関与については、火力原子力本部長（管理責任者）へのインタビュー等を通

して確認した。 

「内部監査の実施状況（本店検査）」についても本店にて女川原子力規制事務

所と合同で実施し、内部監査の年度計画が原子力一般考査と原子力品質監査（内

部監査）を合わせた原子力考査計画として策定されていること、さらに原子力品

質監査が、品質マネジメントシステムの適合性・有効性を確認するシステム監査

と、年度ごとにテーマを選定して行うテーマ監査に分けて実施されていること

を「平成２８年度 原子力考査計画」にて確認した。 

平成２７年度下期の内部監査の実施状況については、「平成２７年度 原子力

考査計画」に基づいて東通原子力発電所に対して５件の個別監査が実施され、

「内部監査要領」に定める改善要望６件、良好事例６件及び気付き４件という監

査結果であり、これに対して東通原子力発電所では、改善措置が実施済みである

ことを関連文書及び聴取により確認した。 

平成２７年度の監査結果を踏まえて、平成２８年度の監査計画には重点監査

項目として、調達管理、品証部門の活動、力量、教育・訓練等の項目が選定され

ていること、テーマ監査として不適切なケーブル敷設に係る再発防止対策の実

施状況が選定されていること等を「平成２８年度 原子力考査計画」にて確認し

た。 

平成２８年度上期の内部監査の実施状況については、東通原子力発電所に対
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して５件の個別監査が実施され、改善要望４件、良好事例１件及び気付き４件と

いう監査結果であり、これに対して東通原子力発電所では、改善措置の検討中で

あることを関連文書及び聴取により確認した。 

内部監査員の力量については、１２カ月程度ごと及び監査リーダー、監査員、

監査員補として初めて原子力品質監査に従事するときに力量が評価され、その

記録が維持されていることを確認した。また、監査員の力量の付与に必要な教育

・訓練については、原子力考査室長が年度初めに教育訓練計画を定め、教育・訓

練受講者の実績を記録していることを確認した。 

「安全文化醸成活動の実施状況」については、手順書等に基づき、平成２８年

度の安全文化醸成活動に係る計画が策定され、当該計画に基づき安全文化醸成

活動が適切に実施されていることを関連文書、記録、聴取等により確認した。 

なお、計画に基づく活動の他、事業者自らが安全性向上に関する取組みとして

改善に取り組んだ事例があったことから、当該改善活動を良好事例と判断した。 

活動の評価については、発電所及び各室課において今年度上期の評価が適切

に実施され、その結果を踏まえた下期の活動計画が策定されていることを関連

文書、記録、聴取等により確認した。 

「不適切なケーブル敷設に係る改善措置の実施状況」については、東通原子力

発電所において発見された不適切なケーブルの敷設及び分離板の状態につい

て、当該事象に対する不適合管理が手順書等に従い適切に実施され、不適合の除

去が完了したことを関連文書、記録及び聴取により確認した。 

本件に係る根本原因分析の再検討状況については、組織要因の抽出に係る検

討が十分に行われたかどうかが不明確な状況にあると判断されることから、今

後の保安検査等において引き続き確認していくものとした。また、これまでの根

本原因分析から策定された再発防止対策については再発防止対策実施計画書に

従い、対象のＱＭＳ文書等が改正され、関係者への周知が行われたことを確認し

た。 

「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況」については、平成２８年度

第２回保安検査以降に発生した不適合事象について、不適合区分の判断、不適合

の除去、原因の究明、是正処置及び予防処置が手順書等に従い適切に実施されて

いることを関連文書及び記録により確認した。 

他社・他プラントの故障・トラブル情報を基にした予防処置については、手順

書等に従い、本店原子力部にてスクリーニングされた情報や女川原子力発電所

での不適合情報等を受け、東通原子力発電所において、処置担当課等を決め、実

施されていることを関連文書、記録、聴取等により確認した。 

現在実施中の是正処置及び予防処置については、策定された処置計画に従い

実施されていること及び処置の有効性レビューが手順書等に従い適切に実施さ

れていることを関連文書、記録、聴取等により確認した。 

「記録の管理状況（抜き打ち検査）」については、保安規定第１１９条に定め

られた記録の管理状況について、ＱＭＳ文書等に基づき適切に記録の管理が実

施されているかについて、抜き打ち検査として関連文書の確認及び現場立会い

により確認した。 

また、平成２７年度第３回保安検査において、一部の記録の所在がすぐには確

認できなかったことについて、事業者のその後の対応状況を併せて確認した。 

その結果、関連するマニュアル類が適宜改正され、それらに従って記録類が概

ね適切に管理されていることを確認した。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等

を行った結果、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、「不適切なケーブル敷設に係
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る改善措置の実施状況」において確認した根本原因分析の再検討状況を除き、選

定した検査項目に係る保安活動は良好なものであったと判断する。 
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（３／１７) 

発電所名 東北電力株式会社女川原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２４日（木）～１２月８日（木） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①マネジメントレビューの実施状況(本店検査を含む) 

②内部監査の実施状況（本店検査） 

③地震後の設備健全性確認の実施状況 

④保守管理の実施状況 

⑤放射線管理の実施状況（抜き打ち検査） 

２）追加検査項目 

○不適切なケーブルの敷設に係る改善措置等の実施状況 

３）その他 

○１号機原子炉補機冷却系熱交換器室における海水漏えい事象に関する確認 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「マネジメントレビューの実施状況(本店検査を

含む)」、「内部監査の実施状況(本店検査)」、「地震後の設備健全性確認の実

施状況」、「保守管理の実施状況」及び「放射線管理の実施状況（抜き打ち検査）」

を基本検査項目として、「不適切なケーブルの敷設に係る改善措置等の実施状

況」を追加検査項目として選定し、その他として「１号機原子炉補機冷却系熱交

換器室における海水漏えい」について検査を実施した。 

基本検査の結果、「マネジメントレビューの実施状況（本店検査を含む）」に

ついては、発電所長レビューとして「実施部門マネジメントレビュー実施要領」

等に基づき品質保証部によりレビュー資料が取りまとめられ、品質保証会議に

おいて審議されていることを品質保証会議議事録等にて確認した。レビュー資

料のうち「インプット」については、「発電所長レビューマニュアル」に基づき

「監査の結果」等の要求項目が含まれていることを「平成２８年度上期 インプ

ット（女川原子力発電所）」にて確認した。また、発電所長のアウトプットにつ

いては、ヒューマンエラー事象の繰り返し発生を踏まえたプロセスの改善等の

再発防止対策の定着・風化防止を含めた「品質マネジメントシステムおよびその

プロセスの有効性の改善」等に関する事項の決定及び処置が示され、社長が実施

するマネジメントレビューへのインプットとしていることを「平成２８年度上

期 女川原子力発電所長のアウトプット」等にて確認した。 

本店における検査は東通原子力規制事務所と合同で実施し、平成２８年度上

期マネジメントレビューのインプットについて、実施部門では各室部所から提

出されたマネジメントレビュー資料をもとに実施部門のインプット（総括表）等

を作成していること、内部監査部門では品質マネジメント活動の主要な問題・課

題等とともに内部監査部門のインプット（総括表）等を作成していることを確認

した。一方、社長のアウトプットについては、女川原子力発電所長レビュー結果

に基づく課題である原子力発電所に係わるヒューマンエラーの再発防止対策を

受けて対策の徹底を図ることが含まれていること等を確認した。また、社長のア

ウトプットを受けて、実施部門及び内部監査部門の管理責任者から指示事項が

発出されていることを「平成２８年度（上期）原子力品質マネジメントレビュー

の社長アウトプットを受けた指示事項」等にて確認した。さらに、経営責任者の

積極的な関与については、火力原子力本部長（管理責任者）へのインタビュー等

を通して確認した。 

「内部監査の実施状況(本店検査)」については、内部監査の年度計画は原子力

一般考査と原子力品質監査（内部監査）を合わせた原子力考査計画として策定し

ていること、さらに原子力品質監査は、品質マネジメントシステムの適合性・有

効性を確認するシステム監査と年度ごとにテーマを選定して行うテーマ監査に

分けて実施していることを「平成２８年度 原子力考査計画」にて確認した。 
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平成２７年度下期の内部監査の実施状況については、「平成２７年度 原子力

考査計画」に基づいて女川原子力発電所に対して９件の個別監査を実施し、「内

部監査要領」に定める不適合１件、改善要望４件、良好事例５件及び気付き４件

という監査結果であったとの回答を得た。この内、品質保証総括グループに対し

て実施したテーマ監査について、計画から報告、改善結果の確認までの一連のプ

ロセスを確認した。 

平成２７年度の監査結果を踏まえて、平成２８年度の監査計画には重点監査

項目として、調達管理、品証部門の活動、力量、教育・訓練等の項目が選定され

ていること、テーマ監査として不適切なケーブル敷設に係る再発防止対策の実

施状況が選定されていること等を「平成２８年度 原子力考査計画」にて確認し

た。 

平成２８年度上期の内部監査の実施状況については、女川原子力発電所に対

して４件の個別監査を実施し、改善要望２件、良好事例２件及び気付き１件とい

う監査結果であったとの回答を得た。この内、土木グループ、建築グループ、発

電管理グループに対してシステム監査として実施した適合性評価に係る監査に

ついて、計画から報告、改善結果の確認までの一連のプロセスを確認した。 

内部監査員の力量については、１２カ月程度ごと及び監査リーダー、監査員、

監査員補として初めて原子力品質監査に従事するときに力量を評価し、その記

録を維持していることを確認した。また、監査員の力量の付与に必要な教育・訓

練については、原子力考査室長が年度初めに教育訓練計画を定め、教育・訓練受

講者の実績を記録していることを確認した。 

「地震後の設備健全性確認の実施状況」については、特別な保全計画に基づき

実施された機器及び系統の設備健全性確認のプロセスに対して、点検方針書及

び点検計画書に基づき策定された個別機器ごとの工事要領書に記載されている

工事範囲、工事内容、工事期間、工事管理体制等に従い基本点検が適切に実施さ

れ、点検項目ごとに点検結果及び点検時の所見等が、工事報告書に適切に記載さ

れていることを確認した。さらに、地震による機能及び構造への影響が類似して

いると考えられ分類された機種のうち、以前の検査で実施した機器を除く原子

炉圧力容器等の機種の点検について、適切に実施されていることを点検記録等

にて確認した。 

特別な保全計画に基づき実施された建物及び構築物の地震後の設備健全性に

係るプロセスにおいては、点検・評価計画書（建物・構築物編）及び業務実施計

画書または施工計画書に記載されている原子炉建屋等の調査対象、調査方法、調

査内容、調査工程、調査体制等に従い点検が実施され、調査対象ごとに点検結果

及び点検時の所見等が適切に記載されていることを、業務実施報告書または調

査業務報告書にて確認した。また、個々の調査対象の点検において、点検部位ご

とにひび割れ、はく離等の位置及び程度が調査され、健全度の評価が実施されて

いることを、ひび割れ調査表等の点検記録にて確認した。 

「保守管理の実施状況」については、１号機ＨＳＣＲリターンポンプＭＵＷＰ

冷却ライン設置工事等の改造を抽出し、設計・開発の計画が、改造の業務の計画

及び個別にレビューされた要求事項に基づき策定されていることを業務計画書

及び設計・開発計画書にて確認した。 

設計、開発に対しては、「設計・開発要領」に基づき計画が策定され、設計・

開発責任者、各段階に適したレビュー、検証、妥当性確認等が明確化され、関与

するグループ間のインタフェースの運営管理が計画されていることを、「女川原

子力発電所デザインレビュー委員会議事録」等にて確認した。加えて、進行に応

じた計画の適宜更新等が実施されていることを設計・開発計画書等にて確認し

た。 
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設計・開発のインプットとしては、機能及び性能に関する要求事項等が明確化

され、レビューされていることを「設計・計画インプット・アウトプット」等に

て確認した。 

調達仕様書については、設計・開発のインプットに基づき、設計・開発に関す

る事項を含めて反映され、審査及び承認されていることを、購入仕様書等にて確

認した。 

１号機ＨＳＣＲリターンポンプＭＵＷＰ冷却ライン設置工事については、「設

計・開発要領」及び設計・開発計画書に基づき、アウトプットをインプットと対

比し、レビュー及び検証が実施され、次の段階へ進める前に承認を受け、記録が

維持されていることを設計図書等にて確認した。また、計画した方法により漏え

い試験等の妥当性確認が原子炉施設の使用前までに実施され、記録が維持され

ていることを工事報告書、現地確認等にて確認した。 

「放射線管理の実施状況（抜き打ち検査）」については、管理区域への出入管

理が放射線業務従事者と一時立入者に分けて、立入時の手続きや入退域の管理

を実施していることを確認した。出入口の監視については、チェックポイントに

所定の教育を受け力量を確認した監視員を配置していることを確認した。また、

地震等の災害が発生した際の緊急作業者の入退域の手順については、手引に詳

細を定めていることを確認した。 

線量の評価については、「線量測定評価手順書」に基づき、月ごとに評価及び

線量限度を超過していない確認が実施されていることを確認した。内部被ばく

を測定するＷＢＣを入院等により期限内に受検できなかった放射線業務従事者

については、作業期間中の内部被ばくを評価した上で従事者指定解除を実施し

ていることを確認した。 

保安規定第１０３条に規定されている放射線計測器類の内、放射線管理グル

ープ及び環境・化学グループが所管する計測器類については、委託先から提出さ

れた点検の工程表または計画書により、必要台数が十分確保できるように計画

的に点検・校正を実施していることを確認した。一方、計測制御グループが所管

する計測器類（エリアモニタ、モニタリングポスト）については、点検予実績表

により点検の内容と実績を管理していることを確認した。なお、計測器類の管理

状況を確認するために、１・２号機の放射線管理室のサーベイメーター及び化学

分析室の試料放射能測定装置を抽出して、現場にて確認した。 

追加検査の結果、「不適切なケーブルの敷設に係る改善措置等の実施状況」に

ついては、今年度第２回保安検査において確認した根本原因を導き出す要因分

析図の問題点について、事業者の再検討が実施され、要因間の論理的なつながり

の明確化、人的要因・組織要因の追加確認等により修正が行われたものの、新た

に追加の対策が必要となる根本原因は抽出されなかったことを確認した。 

再発防止策の実施計画については、上記再検討結果に合わせてアクションプ

ランの見直し、記載の適正化等が行われたものの、すでに実施済みの対策への影

響はなく、実施予定の対策についても変更の必要はないと判断していることを

確認した。第２回保安検査の時点では検討中であった「工事施工に伴う他設備の

安全機能へ及ぼす影響の検討･評価のプロセスの改善」という追加対策について

は、本店ＱＭＳ文書「設計･開発要領」及び「保修業務運用要領」並びに発電所

ＱＭＳ文書５文書の改正が行われ、発電所員に周知された上で運用が開始され

ていることを確認した。再発防止策の実効性に対する検証・評価については、今

後の保安検査等で確認していく。 

１号機原子炉補機冷却系熱交換器室における海水漏えい事象に関する確認に

ついては、保安検査期間中の１１月２８日に１号機原子炉建屋地下２階の原子

炉補機冷却系熱交換器室において海水約１２．５立方メートルが漏えいする事

象が発生したことから、事業者が行っている不適合管理、原因調査、再発防止策

の策定等の実施状況について確認することとし、急遽検査を実施した。 
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本事象は、原子炉補機冷却海水系の機器点検終了に伴い通常の給水ラインへ

の水張りを開始したところ、閉じているべき熱交換器入口の弁が開いていたた

め、ドレン配管を通じてファンネルから海水が漏えいしたことを聞き取りによ

り確認した。 

不適合管理については、本事象に対して水張り作業の中止、排水等の処理が適

切に実施され、不適合管理されていることを、聞き取り及び詳細票にて確認し

た。 

原因調査については、水張り作業に際して、事前に運転員２名で熱交換器室の

弁の開閉状態を確認していたが、一人が読み上げた弁の記号を別の一人が聞き

間違えて記録した等の原因について分析を行っていることを直接原因分析図等

にて確認した。 

再発防止策については、発音の聞き間違い防止のためのフォネティックコー

ド等の採用等の対策の実施を検討していることを直接原因分析図等にて確認し

た。 

直接原因分析を含む再発防止対策については、今回の保安検査では検討段階

であったことから、今後の保安検査等において引き続き確認していく 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転処理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等

を行った結果、特段問題がないことを確認した。また、定例試験（３号機非常用

ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験）に立会い、体制、手順等について問題な

く実施されていることを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は良好なものであったと判断する。 
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（４／１７） 
発電所名 東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１２月５日（月）～１２月１６日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①内部監査の実施状況 

②保守管理の実施状況 

③マネジメントレビュー（発電所長レビュー）の実施状況 

④過去の違反事項（監視）に係る改善措置の実施状況 

⑤事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理状況 

（抜き打ち検査） 

 

２）追加検査項目 

なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「内部監査の実施状況」、「保守管理の実施状

況」、「マネジメントレビュー（発電所長レビュー）の実施状況」、「過去の違

反事項（監視）に係る改善措置の実施状況」及び「事故由来放射性物質の降下物

の影響を受けた設備・機器等の管理状況 （抜き打ち検査）」を基本検査項目と

して選定し、検査を実施した。 

基本検査の結果、「内部監査の実施状況」については、事業者の監査部門が福

島第二原子力発電所に対して実施する内部監査について、監査方針に基づいた

監査が実施され、指摘事項については適切に通知、改善が図られていること等に

ついて確認した。 

具体的には、平成２８年度品質監査方針に基づき、品質監査計画が策定され、

今年度予定した６部署の被監査対象に対して、これまでに３部署が終了したこ

とを、「業務品質監査報告書」等により確認した。監査の結果３件の指摘要望事

項が抽出され、当該部署に通知されるとともに、是正及び改善処置の進捗につい

て「平成２８年度業務品質監査実施管理台帳」にて管理されていることを確認し

た。また、平成２７年度の品質監査の結果については、社長のマネジメントレビ

ューへのインプット情報として社長へ報告されていることを「マネジメントレ

ビュー実施議事録」により確認した。さらに、監査員については、「監査員の資

格・認定・教育訓練マニュアル」で定めた必要な実務経験年数等の要件を満たし

ていることを「主任監査員/監査員資格認定申請書」により確認した。 

「保守管理の実施状況」については、過去に実施された取替え・改造工事に

係る工事計画、設計、調達、工事、結果の確認・評価等が適切に管理・実施され

ていることを確認した。 

具体的には過去に実施された取替え・改造工事の中から「１号機補機冷却海

水ポンプ（A）電動機取替工事」及び「１号機 HPCSS※1系安全弁及び手動弁の追

加設置工事」を抽出し、それぞれの工事に係る工事計画、設計、調達、工事、結

果の確認・評価等の各段階において、調達要求事項の明確化や検証等の保安規定

で定められたプロセスが実施され、管理が適切に実施されていることを上記の

各工事に関する「設計管理シート」、「工事報告書」等の記録により確認した。 

「マネジメントレビュー（発電所長レビュー）の実施状況」については、平成

２８年度上期の品質マネジメントシステムに係る活動に対する発電所長レビュ

ーが実施されたことから、その実施方法及び内容が妥当であることを確認した。 

具体的には、平成２８年度上期の品質マネジメントシステムに係る活動に対

する発電所長レビューの結果、進捗状況の管理を行うために用いている指標に

あいまいなものがあるとの課題が示され、計画段階から進捗状況を明確化でき

る指標を用いるよう改善指示がなされる等、適切にレビューが実施されている

ことを所長レビュー会議への陪席や「Ｈ２８年度上期所長レビュー実施議事録」

等にて確認した。また、発電所長レビューのインプット項目であるプロセスの実
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※１ ＨＰＣＳＳ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系 

  

施状況に係る品質目標や監視・測定項目の設定及びデータ収集・分析・評価が適

切に実施されていることを「Ｈ２８年度業務計画管理表」等により確認した。 

「過去の違反事項（監視）に係る改善措置の実施状況」については、平成２８

年度第２四半期の保安検査において「保安規定違反（監視）」と判定した福島第

二原子力発電所送電線引留鉄構に係る保守管理計画の不備（開閉所引留鉄構に

係る保全計画が策定されておらず、保全計画に基づく点検が実施されていなか

ったこと）について改善措置状況を確認した。 

本件に対する改善措置として、事業者は当該設備に関する保全方法や点検頻

度を点検長期計画表に定めるとともに、当該設備の管理責任を担う担当部署を

明確化したことを確認した。また、事業者は、他の設備について本件と同様の不

備がないかを継続し調査中であることから、今後の保安検査等において引き続

き改善措置状況を確認することとした。 

「事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理状況」に

ついては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の降

下物の影響を受けた設備・機器等について、その保管管理方法を定めた「構内保

管品管理ガイド」に従い、構内の所定のエリアにおいて保管箇所の区画や他の設

備・機器との区分明示等の措置が講じられていることを確認した。また、現場確

認を実施したエリアに関する保管場所の管理及び保管設備・機器に関する記録

がそれぞれ適切に作成・保管されていることを確認した。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等

により、保安規定が遵守されていることを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保

安活動は良好なものであったと判断する。 
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（５／１７） 

発電所名 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～１２月１５日（木） 

検査項目 １） 基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①不適合管理の実施状況 

②管理区域における管理の実施状況 

③協力企業従業員への保安教育の実施状況 

④発電用原子炉施設の定期的な評価の実施状況 

⑤運転操作訓練の実施状況 

 

２）追加検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

○不適切なケーブル敷設等の不備に係る改善措置等の実施状況 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「不適合管理の実施状況」、「管理区域における

管理の実施状況」、「協力企業従業員への保安教育の実施状況」、「発電用原子

炉施設の定期的な評価の実施状況」及び「運転操作訓練の実施状況」を基本検査

項目として、「不適切なケーブル敷設等の不備に係る改善措置等の実施状況」を

追加検査項目として選定し、検査を実施した。 

「不適合管理の実施状況」については、平成２７年度第３回保安検査におい

て、類似不適合が頻発する場合の会議体によるグレード変更の検討対象を選定

する手法を改善するよう指導文書を発出していることから、これを含む不適合

管理の仕組みの改善が適切に実施されているか、また、それらの改善により、類

似不適合の頻発の低減、不適合発生の未然防止、不適合の影響の拡大防止等の不

適合低減に対する効果がどのように評価されているかを検査した。 

上記指導文書に係る取組については、グレードの高い不適合に限定していた

データ分析対象を全てのグレードの不適合に拡張したほか、全ての不適合を現

象コード、発生号機、機器などで分類し、その集計結果や推移を監視するなどの

改善が図られていることを「不適合管理会議運営ガイド」及び新たに策定された

「類似・再発不適合の監視ガイド」により確認した。また、重要度が低く是正処

置の要求がなかったＧⅢに対しても、従来、類似不適合の頻発低減等の観点で必

要と判断された場合には “原因と対策”が検討・実施されていたが、これらに

ついて是正処置として管理するルールを明確化するとともに、管理すべき対策

を社内他サイトへ確実に水平展開するため、予防処置として管理するルールを

明確化する改善が図られたことを「不適合管理及び是正処置・予防処置ガイド」

により確認した。 

これらの取組により、従来と比較して、原因分析手法の選択の適切化及び類似

事象の頻発に対する対応の早期化の傾向が認められたものの、まだ運用を開始

して間もないことから、事業者は、不適合低減に対する効果の評価については、

更に運用を継続した後実施することとしている旨を聴取した。 

「管理区域における管理の実施状況」については、保安規定に定める管理区域

内における区域区分、外部放射線に係る線量当量率等の測定、放射線検出器類の

管理が適切に実施されているか検査した。 

管理区域は、放射線レベル及び汚染レベルに応じて、外部放射線に係る線量当

量率に関しては１から３、表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度に関して

はＡからＤに区分されており、各区域の入口には、目のつきやすい場所に区分標

識を設置し、放射線レベルや汚染レベルの高いＤ区域と３区域は施錠管理する

ことを「放射線管理区域管理要領」等で定めており、固体廃棄物処理設備等にお

ける現場確認により、規程通りに管理が実施されていることを確認した。 

管理区域における外部放射線に係る線量当量率等の測定については、測定方

法、頻度等を「放射線検出器管理要領」等で定め、規程通りに実施されているこ

とを「放射線管理月報」等で確認した。 
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放射線検出器類については、保安規定で定める必要台数を確保していること

を「計測器管理台帳」等で確認し、故障等により計測器が使用不能となった場合

は、修理又は代替品等により対応することを「放射線検出器管理要領」等で定め、

適切に管理されていることを確認した。 

「協力企業従業員への保安教育の実施状況」については、保安規定第１１９条

に基づき協力企業従業員への保安教育が、原子炉施設の作業を円滑に行うため

に必要な教育として適切に実施されているか検査した。 

協力企業従業員に対する「発電所入所時教育」及び「放射線従事者教育」の保

安教育については、「保安教育マニュアル」に教育内容、業務手順等を定め、そ

れに基づき実施されていることを「構内従業員登録・放射線業務従事者登録」等

で確認した。また、保安教育の実施状況及び内容を確認するため、人材育成ＧＭ

が指名した各ＧＭが教育現場の立会いを実施しているが、平成２８年度からは

「保安教育立会チェックシート」を用いてデータの分析や評価が行えるよう改

善を図っていることを「保安教育立会報告書」により確認した。 

「放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助」及び「燃料取替に関する業務の

補助」を行う協力企業従業員については、放射性物質による災害防止上重要な設

備に係るという観点から、その業務を受託する企業があらかじめ対象者の「保安

教育実施計画」を策定し、その内容を発電ＧＭ又は燃料ＧＭが確認し、原子炉主

任技術者の確認を得て発電所長の承認を得るとともに、その実施結果を年度ご

とに発電所長に報告していることを「ＲＷ運転員保安教育計画書」、「ＲＷ運転

員保安教育実施報告書」等により確認した。 

「発電用原子炉施設の定期的な評価の実施状況」については、６号機の定期安

全レビュー（以下「ＰＳＲ」という。）の報告があったことから、適切に実施さ

れたか確認するため検査を実施した。 

ＰＳＲの評価方法は「ＰＳＲマニュアル」に定められ、それに基づいて評価の

実施体制及び実施手順の計画・策定が「ＰＳＲ実施計画」に取りまとめられ、そ

の実施計画に基づき以下の評価が実施されていることを確認した。 

保安活動の実施状況の評価については、品質保証活動等の８項目を対象とし

て、自主的取組を含めた保安活動の中長期的な視点等の評価方法が、最新の技術

的知見の反映状況の評価については、「安全研究成果」等の情報の入手方法等が

「ＰＳＲマニュアル」に定められ、そのプロセスに沿って適切に評価を行ってい

ることを確認した。 

実施プロセスの透明性及び評価結果の客観性を担保するため、第三者評価（所

管以外のＧＭ）で妥当性確認を実施していることを「ＰＳＲ報告書」等で確認し、

取りまとめられた「ＰＳＲ報告書」は、保安運営委員会で審議され、発電所長の

承認を得ていることを「保安運営委員会議事録」等で確認した。 

「運転操作訓練の実施状況」については、運転に必要な能力を維持・向上させ

るための操作訓練が適切に計画され、実施及び有効性評価が行われているか確

認した。 

保安規定第１２条に定める運転員を確保するため、教育・訓練の方針、教育・

訓練基本計画等を立案し、訓練を実施するとともに、平成２７年度の訓練の有効

性を評価し、運転員として力量の低下が確認された者に対しては、年度内に再教

育及び再評価をする措置が完了していることを、「平成２７年度原子力発電所運

転員に対する教育・訓練計画の実施成果並びに評価結果の報告」等により確認し

た。また、サイトシミュレータを用いた訓練の実施状況を抜き打ち的に確認し、

訓練後の振り返りにおいて、新たな手法「クリティーク（効果的な批評）」を用

いた改善を図る等、適切に実施していること、平成２８年度においては、停止期

間長期化を考慮した訓練として、シミュレータを用いた実時間起動操作訓練を

計画、実施していることを「平成２８年度 運転員の教育・訓練基本計画」及び

「研修実施報告書」により確認した。 
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「不適切なケーブル敷設等の不備に係る改善措置等の実施状況」については、

保安規定違反（違反２）と判定された「柏崎刈羽原子力発電所における不適切な

ケーブル敷設等の不備」について、６／７号機を主体に根本原因分析結果を踏ま

えた対策に基づく改善状況を記録、現場の状況等から確認した。また、７号機中

央制御室の是正作業が終了したとの報告を平成２８年１月に受けていたが、平

成２８年１１月に不適切なケーブルが発見されたことから、なぜ調査において

見つけることができなかったか原因について確認したところ、ケーブルやフレ

キシブルチューブが混載して見つけにくい位置であった。同様の確認不足が他

の箇所になかったか、記録及び現場の状況を確認した。 

不適切なケーブル敷設の是正作業については、平成２８年１２月現在、１号機

～７号機の中央制御室及び６／７号機の現場の是正が完了し、１号機～５号機

の現場の是正作業が実施中であることを「ケーブル跨ぎ是正進捗状況リスト」や

現場の抜取り等で確認した。 

是正作業の結果、現場に残されているケーブルの識別と管理が所管Ｇごとに

異なっている状況に対して、今後、発電所全体で識別と管理を統一した方法とす

ることを聴取した。 

不適切なケーブル敷設の再発防止対策の実施状況を確認した結果、「原子力安

全に及ぼす影響に関する教育」が反復教育として開始され、実績等に基づき教育

の効果を確認し、基準類等の改善を図りながら教育内容の充実を図っているこ

とを「原子力安全教育実施方針」等で確認した。 

調達における対策については、プラント安全設計へ影響がある場合は、必要な

対応を追加仕様書に記載し、「プラント安全設計への影響チェックリスト」を用

いて確認していること、緊急概略工事等の仕様書上の記載に関しても、詳細設計

開始時期に仕様書上の要求事項を明確に記載するよう周知していることを「プ

ラント安全設計への影響チェックリスト」、「ＫＫ-７Ｍ 計装設備SA電路設置

購入仕様書」等で確認した。 

不適切なケーブル敷設の是正作業では、工事主管 G がプラント安全設計への

影響がある、または影響の有無を判断できない工事について、ケーブル等の各エ

キスパートによる審査を受け、設計管理等を行っていることを「プラント安全設

計への影響チェックリスト」で確認した。また、７号機中央制御室において、是

正作業終了後に確認された、電線管に隠れて発見しにくい場所に敷設されてい

た異区分ケーブルについて、類似の箇所の現場確認を行い問題ないことを確認

した。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等

を行った結果、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は、確認した範囲において良好なものであったと判断する。 
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（６／１７） 

発電所名 日本原子力発電株式会社東海第二発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～１２月９日（金） 

検査項目 １） 基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①マネジメントレビューの実施状況（本店検査を含む） 

②地震・火災等発生時の対応状況 

③安全文化醸成活動の実施状況（本店検査を含む） 

④放射性廃棄物（放射性固体廃棄物）管理の実施状況 

⑤高圧電源車の管理状況(抜き打ち検査) 

 

２）追加検査項目 

なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査では、「マネジメントレビューの実施状況」、「地震・火災等

発生時の対応状況」、「安全文化醸成活動の実施状況」、「放射性廃棄物（放射

性固体廃棄物）管理の実施状況」及び「高圧電源車の管理状況(抜き打ち検査)」

を基本検査項目として選定し検査を実施した。 

基本検査の結果、「マネジメントレビューの実施状況」については、品質方針

に沿った内容で本店及び発電所の品質目標が設定され、その達成状況が、本店に

おいて本店各室及び発電所の品質目標の評価結果としてまとめられ、実施部門

においては「実施部門マネジメントレビュー・インプット情報」として、内部監

査部門においては「内部監査マネジメントレビュー・インプット情報」としてマ

ネジメントレビューにインプットされ、社長にレビューされるプロセスである

こと、また、品質方針の変更の必要性の評価も含めたマネジメントレビューのア

ウトプットに基づき必要な改善の計画を立て、品質目標の継続的改善を進める

ＰＤＣＡプロセスとなっており、実施されていることを社内マニュアル、平成２

７年度のマネジメントレビュー実施記録、平成２８年度の品質目標、その上期実

績の記録等により確認した。更に、本店検査では、マネジメントレビューや品質

マネジメントシステムに係る事項について、実施部門管理責任者、監査管理責任

者及び発電管理室長へのインタビューを実施した。 

「地震・火災等発生時の対応状況」については、地震発生時には日本気象協会

から中央制御室に入るファックス連絡によって震度の確認を行っており、震度

５弱以上の地震の場合は原子炉施設の損傷の有無の確認が特に入念に行われる

こと、火災発生時には現場状況を確認の上で公設消防に連絡し、最終判断を公設

消防が下していること、初期消火活動のための体制と要員を常に確保し、公設消

防到着後は速やかに火災現場へ誘導する体制があること等を確認した。初期消

火活動については、必要な初期消火要員数（１１名以上）が確保され、必要な資

機材については泡消火剤、化学消防自動車等が準備されていることを現場確認

した。初期消火活動の訓練については、要員に対する訓練と総合訓練があり、総

合訓練としては平成２８年１１月７日に平成２８年度総合火災訓練が実施され

ていることを確認した。また、山火事、台風、津波等の影響により、原子炉施設

に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、発電長は、その緊急性の度合に応

じて、緊急停止（原子炉手動スクラム）または通常停止を行うことが定められて

いることを確認した。 

「安全文化醸成活動の実施状況」については、品質方針の中の安全文化を継続

的に醸成するための活動の方針に沿った内容で本店及び発電所の安全文化醸成

活動の年度計画が策定され、この計画は品質目標、重点施策及びこれら以外の品

質保証活動の３つの活動から構成されること、本店の安全室が本店各室分及び

発電所分の年度計画を取りまとめた上でコンプライアンス・安全文化醸成活動

推進委員会に付議し、策定された計画が実施段階に移行され、以降の活動の評価

・分析が同推進委員会で審議され、評価・分析結果がマネジメントレビューのイ
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ンプット情報となること、マネジメントレビューで安全文化醸成活動に対する

改善の必要性が指示された場合は必要な改善計画を立て、安全文化醸成活動の

継続的改善を進めるＰＤＣＡのプロセスとなっており、実施されていることを

社内マニュアル、平成２７年度から平成２８年度上期にかけての活動記録及び

関係者からの聴取により確認した。更に、本店検査では、安全文化醸成活動に係

る事項についても、実施部門管理責任者、監査管理責任者及び発電管理室長への

インタビューを実施した。 

「放射性廃棄物（放射性固体廃棄物）管理の実施状況」については、放射性固

体廃棄物の管理が社内マニュアルに定められ、適切な管理の下で貯蔵・運搬・検

査が実施されていることを確認した。当該作業に必要な力量については、所員は

社内マニュアルに、協力会社作業員は発注仕様書に定めて管理していることを

確認した。放射性固体廃棄物の識別管理については、発生段階、処理段階及び保

管段階において、ドラム缶等の番号管理で行われており、また、東海第二発電所

と廃止措置段階の東海発電所の放射性固体廃棄物の識別管理も行われ、共用設

備である焼却設備で焼却する際にも両者の可燃物を別個に燃やし、焼却灰につ

いても別個に保管できるような混在防止の措置を図っていることを確認した。

平成２２年１１月に実施された低レベル放射性固体廃棄物の発電所外搬出に関

しては、低レベル放射性固体廃棄物の製作、管理区域外運搬（構内運搬）、輸送

コンテナ容器への収納、発電所外への運搬申請と発電所長による承認、運搬専用

船への積載等の業務が社内マニュアルに基づき実施されていることを確認し

た。また、タービン建屋においては、持ち込まれた可燃物及び不燃物を受け付け、

ドラム缶等へ封入するベイラ室を、廃棄物処理建屋においては、焼却炉から出る

焼却灰等を一時保管する灰ドラム一時保管室及び濃縮廃液の固形ペレットから

均質固化体を製作するためのセメント混練固化装置などの作業状況等を現場確

認した。 

「高圧電源車の管理状況(抜き打ち検査)」については、当該高圧電源車が保安

規定附則（２３．５．１１）第２条に定める「電力供給が可能な移動式発電装置」

として非常用発電機と見なす運用を行っており、このために５台の高圧電源車

を整備・運用していること、当該高圧電源車は電源機能等喪失時における原子炉

施設の保全活動に必要な電源車にも該当し、電源機能等喪失時にプラントの冷

却に必要となるポンプ負荷の起動特性を考慮した上で電源容量・台数が選定さ

れており、また、特別な保全計画に基づき点検計画がたてられ、必要な点検が実

施され、その運転操作については技量の向上を図るため、習熟訓練が行われてい

ること、必要な運転操作要員の確保を日常的に図るための要員確保確認表の仕

組みがあること等を抜き打ち検査により確認した。また、屋外設置場所において

設置管理状況の現場確認を実施した。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等

を行った結果、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は良好なものであったと判断する。 
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(７／１７) 

発電所名 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２４日（木）～１２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①緊急作業従事者に係る検査 

②燃料管理の実施状況 

③保全区域管理の実施状況 

④保安教育の実施状況 

⑤セメント固化ドラム缶膨張事象についての不適合管理の実施状況 

（抜き打ち検査） 

 

２）追加検査項目 

なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「緊急作業従事者に係る検査」、「燃料管理の実

施状況」、「保全区域管理の実施状況」、「保安教育の実施状況」及び「セメン

ト固化ドラム缶膨張事象についての不適合管理の実施状況（抜き打ち検査）」を

基本検査項目として選定し、検査を実施した。 

「緊急作業従事者に係る検査」については、保安規定第１０８条の２に係る緊

急作業従事者の選定に関し、緊急作業従事者の選定のプロセス及び緊急作業従

事者の選定要件である教育訓練の実施については「事故・故障、非常災害等対策

指針」等に、さらに、保安規定第１１５条の２に係る緊急作業従事者の線量管理

等に関し、緊急作業従事者の線量測定・評価方法、線量限度管理方法等について

は「放射線管理班運営手引」に定められていることを確認した。また、緊急作業

に従事する意思に変更があった場合には、いつでも撤回可能であることを「発電

所 事故・故障、非常災害等対策手引」にて確認した。さらに、「発電所 事故

・故障、非常災害等対策手引」及び「防災関係教育訓練手引」に従い、緊急作業

特別教育（学科教育）を受講後、意思表明の「緊急作業従事者に係る申出書」を

社長宛に提出し、緊急作業特別訓練（実技教育）を受けた所員が発電所長の承認

により緊急作業従事者に選定されていることを「防災関係教育・訓練記録」、「緊

急作業従事者の申出書管理記録」、「浜岡原子力総合事務所災害対策要員名簿」

等の記録にて確認した。 

「燃料管理の実施状況」については、燃料管理にかかわる保安規定の遵守事項

を規定した「燃料・炉心管理指針」等の関連指針・手引類に基づき、燃料の貯蔵

・運搬・検査が管理された状態で行われていること、平成２８年１０月に実施さ

れた５号機使用済燃料の日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設への運搬において

使用済燃料の輸送容器への収納及び運搬が実施されていること等を確認した。 

「保全区域管理の実施状況」については、平成２５年度第１回保安検査にて実

施して以降、保全区域管理に係る組織改編を行っており、組織改編後も標識等に

よる区別や立入制限の措置など、保全区域管理が確実に実施されているかにつ

いて検査した。 

検査の結果、平成２５年度第１回保安検査以降において、保全区域管理担当部

署が警備課から核物質防護課に組織改編になっていること及び廃止措置中の２

号炉から使用済燃料が搬出されたことにより２号炉保全区域が解除されたこと

について、保安規定の改訂をはじめとして、「放射線管理指針」、「保守管理指

針（運転）」、「周辺監視区域・保全区域管理手引」等に反映されていることを

確認した。また、３号機から５号機の保全区域については、前回検査から変更が

ないことを確認した。 

保全区域を示す標識については、「周辺監視区域・保全区域管理手引」に従っ

て、定められた標識が定められた箇所に設置され、当該標識等の点検を「保守管

理指針（運転）」に規定する「点検計画管理手引（運転）」に従って策定された
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「点検計画（警備編）（運転）」に示す「点検計画管理表」に基づき２ヶ月毎に

核物質防護課が実施し、点検結果は「保全区域標識点検記録表」に記録されてお

り、保全区域への立入制限は防護区域の入域管理を通して適切に実施されてい

る。以上について、記録及び関係者の聴取により確認し、全標識に異常がないこ

とを３号機から５号機の現場立会いにより確認した。 

「保安教育の実施状況」については、「保安教育実施手引（所員編）」（以下

「所員教育手引」という。）に従い保安規定の保安教育実施方針（総括表）に基

づいて保安教育の実施方針を定め、実施方針に基づいて具体的な保安教育プロ

グラムを「保安教育実施項目割当一覧表」に定めていることを確認した。 

原子力研修センター（以下「研修センター」という。）を保安教育訓練総括部

署と位置づけ、原子力研修センター所長（以下「センター所長」という。）が保

安教育実施計画と報告の取りまとめを行い、保安教育の種類に応じて保安教育

担当部署を定め、各部署の長を保安教育責任者とし所属員に保安教育を受講さ

せる責任があることを明確に「所員教育手引」に規定し保安教育に係る活動を行

っていることを確認した。 

センター所長が毎年度の保安教育計画の方針を策定し、保安運営審議会の確

認を得ていること、保安教育対象者を有する所属長が「保安教育実施項目割当一

覧表」と保安教育対象者の履歴に基づいて年度保安教育計画を作成しているこ

と、センター所長が所属長の作成した年度保安教育計画を保安教育実施計画書

として取りまとめ、各号機の原子炉主任技術者の確認を得たのち発電所長の承

認を得ていることなど「所員教育手引」に従い実施していることを確認した。 

保安教育担当部署の長が保安教育の実施と評価の都度「保安教育記録」を作成

して保安教育責任者の承認を得ていること、所属長が保安教育実施結果を指定

様式「平成 年度 保安教育実施計画・報告書（運転員、運転員以外の技術系所

員）」に取りまとめ、センター所長へ提出し、同所長が発電所の年度保安教育実

施結果として取りまとめ、各号機の原子炉主任技術者の確認を得たのち発電所

長の承認を得ていることなど「所員教育手引」に従い実施していることを確認し

た。 

「セメント固化ドラム缶膨張事象についての不適合管理の実施状況（抜き打

ち検査）」については、平成２６年８月にセメント固化ドラム缶の底部に膨張（膨

らみ）事象が発生し、セメント固化装置によるセメント固化を中止していたが、

推定原因の検証試験のためセメント固化ドラム缶の試験体の製作を開始したこ

とから、不適合管理の実施状況について確認した。 

原因調査及び是正処置の検討については、「不適合等管理指針」に基づき実施

しており、設計検討会（発電所内会議体）に諮り実施していることを「設計検討

会資料」により確認した。原因調査の状況については、濃縮廃液に含まれる硫酸

ナトリウムが原因であると推定していた。また、同検討会において、セメント固

化装置に起因するものではないと判断されたことから、実機を使用して試験体

を製造し、硫酸ナトリウムの影響により膨張するかどうかの検証試験を実施す

ることについて審議されたことを確認した。原因の推定にあたっては、セメント

固化設備の設計・製作会社に委託して調査が進められたことを「委託業務実施報

告書」により確認した。また、学識経験者からも意見を得ていることを聴取した。

是正処置の検討状況については、乾燥粉体の投入量を制限することによりドラ

ム缶の膨張の防止を図ることとしていることを同検討会資料により確認した。

また、セメント固化装置の運転管理については「固化系運転操作手順書」に基づ

き実施されていること及び底部が膨張したセメント固化ドラム缶の保管につい

ては「放射性固体廃棄物保管管理手引」に基づき実施されていることを、聴取及

び現場立会いにより確認した。 

保安検査実施期間中の運転管理状況については、発電用原子炉施設の運転管

理状況の聴取、運転管理記録の確認、現場巡視等を実施した結果、保安規定違反
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となる事項は認められなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は良好なものであったと判断する。 



 

24

（８／１７） 

発電所名 北陸電力株式会社志賀原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～１２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①２号機原子炉建屋内への雨水流入事象の不適合管理対応状況 

②不適合管理の実施状況 

③保守管理の実施状況 

④安全性向上工事の実施状況（抜き打ち検査） 

 

２）追加検査項目 

なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「２号機原子炉建屋内への雨水流入事象の不適合

管理対応状況」、「不適合管理の実施状況」、「保守管理の実施状況」及び「安

全性向上工事の実施状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目として選定し検査を

実施した。 

「２号機原子炉建屋内への雨水流入事象の不適合管理対応状況」については、

平成２８年１０月２８日に「志賀原子力発電所２号機 原子炉建屋への雨水流

入について（中間報告）」（以下「中間報告書」という。）が原子力規制庁に報

告されたことから、中間報告書の内容に基づき、事象発生から応急処置、復旧措

置等の不適合管理が適切に実施されているかを確認することとし、検査を実施

した。検査の結果、「不適合管理・是正処置・予防処置要則等」に基づき不適合

報告書が作成され不適合管理会議において管理区分が適切でヒューマンエラー

と判定されていること及び是正処置管理票において原因と再発防止対策が実施

されていることを確認した。応急処置としては土のうの設置、感電防止等の安全

処置が講じられたことを確認した。復旧措置としては、感電防止のため電源の隔

離を行い、拭き取り作業及び内部機器の乾燥作業の後、健全性を確認し復旧した

ことを確認した。雨水流入経路の形成状況については、次のとおりであることを

確認した。 

・平成２５年１月頃緊急時対策棟通信・電源工事によるケーブル敷設のため、

開閉所共通トレンチに貫通口が開けられ、Ｎｏ．１ハンドホールとの間が接

続された。 

・平成２５年１０月頃大容量電源車移設工事においてケーブルを道路横断さ

せるため、開閉所側ピット蓋と原子炉建屋側ピット蓋に隙間が常時開いた

状態となった。 

・平成２７年１２月構内のケーブル移設作業により、開閉所側ピットとＮｏ．

１ハンドホールとの間が接続された。 

また、ピット及びハンドホールの所掌が不明確であり、共用設備であると思い

込んでいたこと、開閉所側ピットとＮｏ．１ハンドホールを接続することにより

既存の設備にどのような影響を与えるかについてまでは考慮していなかったこ

とを確認した。警報に対する対応として、「排水設備異常（２号－開閉所共通ト

レンチ排水ポンプ異常（排水槽満水））」警報発報時、共通トレンチ内の水位及

び流入源の確認のため、地上から共通トレンチ内に入るための入口の蓋が重く

入れず確認できなかったことについて、警報処置要領に記載されている事項が

実際に実施できるかどうかについて確認していなかったことを確認した。 

「不適合管理の実施状況」については、第２回保安検査以降に発生した不適合

事象の内、不適合としない判断、ヒューマンエラーとしない判断及び不適合管理

会議の審議が適切かどうかについて、並びに第２回保安検査において指摘し、改

善を求めた事項について事業者の取組状況を確認することとし、検査を実施し

た。検査の結果、不適合と該当するか否かの判断については、３件の異常事象速

報について確認し、その判断が妥当であることを「異常事象速報」の不適合判断
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欄で確認した。ヒューマンエラーと該当するか否かの判断については、６件の異

常事象速報について確認し、その判断が妥当であることを確認した。上記９件以

外の事象については、不適合管理・是正処置・予防処置要則等に基づき適切に実

施されていることを「不適合報告書」により確認した。第２回保安検査において

指摘し改善を求めた事項について、進捗状況を確認した。一方、保安検査期間中

に開催された不適合管理会議に抜き打ちで陪席し、改善の必要があるのかない

のか、管理の仕方を変える必要があるのかないのか、壊れても安全への影響があ

るのかないのか、緊急時に必要があるのかないのか等を不適合報告書に記載す

ることが、不適合管理区分及びヒューマンエラーかどうかの判定に役立つとコ

メントした。 

「保守管理の実施状況」については、プラントの長期停止に伴い策定する特別

な保全計画が適切に作成されているか、また、この特別な保全計画に基づく保全

活動が、「保守業務管理要領」等に基づき、適切に実施されているかを確認する

こととし、検査を実施した。 検査の結果、２号機については、平成２７年度第

４回保安検査で確認できなかった第３回追加点検が、適切に実施されたことを

確認した。１号機については、第３回追加点検における保全計画の策定におい

て、点検対象設備の選定理由が適切であること、保全内容、点検基準及び点検周

期の見直しを行い、第２回追加点検における保全の有効性評価を反映したもの

であることを確認した。また、平成２８年度の保守管理目標の設定については、

平成２７年度の保守管理の有効性評価の結果を踏まえていること及び社長の定

めた「保守管理の実施方針」に変更はなく、この方針と整合の取れた保守管理目

標としていることを確認した。一方、平成２８年１０月２１日に「使用済燃料プ

ール注水配管設置工事」において、工事後の通水試験の準備段階で工事前の流量

が確保できないという事象が判明したことから工事が「設計管理要則」及び「保

守業務管理要則」に基づき、適切に実施されているか確認した。基本設計、詳細

設計及び工事は要則等に従って実施されていることを確認したが、現在事業者

において原因究明が実施されているため、今後保安検査等で確認していく。 

「安全性向上工事の実施状況（抜き打ち検査）」については、保安検査期間中

に行われている安全性向上工事の中から、雨水対策の必要な仮設工事を検査対

象として選定し、今回の２号機原子炉建屋内への雨水流入事象を踏まえ、適切に

実施されているか、抜き打ち検査により確認した。検査の結果、地下式軽油タン

クピット設置工事において、東側ヤードの排水路が支障となるため代替水路及

び釜場（排水マス）の設置に当たって、常時の排水として雨量約６０mm／時に対

応可能なポンプを設置し、気象庁の予報で雨量６０mm／時以上の豪雨が発表さ

れた場合には、最大１８０mm／時に対応可能な排水ポンプを追加設置すること

が検討され、十分な容量があることを確認し、排水ポンプが実際に現地に設置さ

れていることを立会いにて確認した。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転状況聴取、運転記録確認及び発電用原子炉施設巡視の結果、特

段の問題は認められなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、「２号機原子炉建屋内への雨

水流入事象の不適合管理対応状況」は最終報告書の提出を受け判断することと

し、それ以外に選定した検査項目に係る保安活動は良好なものであったと判断

する。 
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(９／１７) 

発電所名 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １） 基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 
①マネジメントレビューの実施状況（本店検査） 
②コンプライアンス・安全文化醸成活動の実施状況（本店検査を含む） 
③不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 
④放射性固体廃棄物管理の実施状況 
⑤定例試験、定期点検等の実施状況（抜き打ち検査） 
 

２） 追加検査項目 
なし 
 

３） その他 
〇「２号機 原子炉補助建屋地下２階 Ａ冷却材貯蔵タンク室での作業員の被

水」事象に関する確認 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「マネジメントレビューの実施状況（本店検

査）」、「コンプライアンス・安全文化醸成活動の実施状況（本店検査を含

む）」、「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況」、「放射性固体廃

棄物管理の実施状況）」及び「定例試験、定期点検等の実施状況（抜き打ち検

査）」を基本検査項目として選定し、検査を実施した。また、保安検査期間中

に「２号機 原子炉補助建屋地下２階 Ａ冷却材貯蔵タンク室での作業員の被

水」事象が発生したため、確認した。 

基本検査の結果、「マネジメントレビューの実施状況（本店検査）」につい

ては、品質方針に沿った内容で本店及び発電所の品質目標が設定され、その達

成状況が、本店において本店各室及び発電所の品質目標の評価結果としてまと

められ、実施部門においては「実施部門マネジメントレビュー・インプット情

報」として、内部監査部門においては「内部監査マネジメントレビュー・イン

プット情報」としてマネジメントレビューにインプットされ、社長にレビュー

されるプロセスであること、また、品質方針の変更の必要性の評価も含めたマ

ネジメントレビューのアウトプットに基づき必要な改善の計画を立て、品質目

標の継続的改善を進めるＰＤＣＡプロセスとなっており、実施されていること

を社内マニュアル、平成２７年度のマネジメントレビュー実施記録及び平成２

８年度の品質目標及びその上期実績の記録等により確認した。更に、本店検査

では、マネジメントレビューや品質マネジメントシステムに係る事項につい

て、実施部門管理責任者、監査管理責任者及び発電管理室長へのインタビュー

を実施した。 

「コンプライアンス・安全文化醸成活動の実施状況（本店検査を含む）」に

ついては、品質方針の中の安全文化を継続的に醸成するための活動の方針に沿

った内容で本店及び発電所の安全文化醸成活動の年度計画が策定され、この計

画は品質目標、重点施策及びこれら以外の品質保証活動の３つの活動から構成

されること、本店の安全室が本店各室分及び発電所分の年度計画をとりまとめ

た上でコンプライアンス・安全文化醸成活動推進委員会に付議し、策定された

計画が実施段階に移行され、以降の活動の評価・分析が同推進委員会で審議さ

れ、評価・分析結果がマネジメントレビューのインプット情報となること、マ

ネジメントレビューで安全文化醸成活動に対する改善の必要性が指摘された場

合は必要な改善計画を立て、安全文化醸成活動の継続的改善を進めるＰＤＣＡ

のプロセスとなっており、実施されていることを社内マニュアル、平成２７年

度から平成２８年度上期にかけての活動記録及び関係者からの聴取により確認

した。更に、コンプライアンス・安全文化醸成活動に係る事項について、発電

所検査では、発電所長、本店検査では、実施部門管理責任者、監査管理責任者

及び発電管理室長に対してインタビューを実施した。 

「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況」については、前回確認を

行った平成２８年度第２回保安検査以降に発生した不適合事象について、識
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別、管理、原因分析及び是正処置が適切に実施されていることを不適合管理票

「１号機所内変圧器１B積算電力量計の欠測」、「２号機機器ドレン蒸発装置

予熱器補助蒸気ラインからの水漏れ」、「固体廃棄物貯蔵庫Ｃ棟２階の鉄箱底

部の腐食事象」、「２号機 １次冷却系ループ水位計伝送器(LT-402)校正用閉

止プラグからの漏洩」及び「物品倉庫保管票の一部紛失」等により確認した。

また、平成２８年６月に発生した「東海第二発電所 管理区域内での放射性廃

液の漏れ」の事象に対する予防処置は、継続検討中であることを確認した。 

「放射性固体廃棄物管理の実施状況」については、放射性液体廃棄物を処理

した濃縮廃液は、「運転手順書」に従ってアスファルト固化処理が行われ固体

廃棄物貯蔵庫に保管されていることを「敦賀発電所 2016年 9月固体廃棄物

保管状況」等により確認した。充填固化体（溶融固化体及びセメント充填固化

体）については、定められた作業手順にて作製されていることを「敦賀発電所

雑固体減容処理設備収納記録（直接充填）」等により確認した。原子炉内で照

射された制御棒、チャンネルボックス、バーナブルポイズン及び中性子検出器

等は、それぞれサイトバンカー、１号機使用済燃料貯蔵池、２号機使用済燃料

ピットにて適切な保管が継続していることを記録確認した。取替えた原子炉容

器上部ふた等は、原子炉容器上部ふた保管庫に適切に保管され、巡視されてい

ることを、「保管記録」及び現場により確認した。放射性固体廃棄物は、ドラ

ム缶及び鉄箱に識別番号を記載して固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵してあることを確

認した。低レベル放射性固体廃棄物の発電所外への搬出については、「敦賀発

電所低レベル放射性固体廃棄物搬出要領」等に従い、所長の承認を得て平成２

８年度は、埋設固化体として１４４０本搬出されたことを確認した。 

「定例試験、定期点検等の実施状況（抜き打ち検査）」については、保安検

査期間中に実施されている２号機原子炉補機冷却水冷却器定期点検に関し、調

達管理及び工事管理が適切に実施されていることを工事等仕様書、工事要領

書、工事報告書等及び現場確認により確認した。 

「２号機 原子炉補助建屋地下２階 Ａ冷却材貯蔵タンク室での作業員の被水

事象」については、第１８回定期点検中において、平成２８年１１月３０日１

０時４９分頃、原子炉補助建屋地下２階Ａ冷却材貯蔵タンクオーバーフローラ

インの逆止弁点検工事に伴い、当該逆止弁取り付けボルトを緩めたところ、水

が噴出し、作業員１０名が被水した事象が発生したため、当該事象の状況聴取

及び現場確認を実施した。事業者が今後行う原因分析及び是正処置について

は、今後の保安検査等で確認する。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者からの

施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視等を行った結

果、特に問題は無かったことを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保

安活動は、良好なものであったと判断する。 
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(１０／１７) 
発電所名 関西電力株式会社美浜発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １） 基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 
①不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 
②主任技術者の選任と職務等の実施状況 
③非常時の措置の実施状況 
④電源機能等喪失時の体制の整備の実施状況（抜き打ち検査） 

 
２）追加検査項目 
なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況」

「主任技術者の選任と職務等の実施状況」 「非常時の措置の実施状況」及び 「電

源機能等喪失時の体制の整備の実施状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目とし

て選定し、検査を実施した。 

基本検査の結果「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況」については、

平成２８年度第１回保安検査の確認時以降「不適合処置・是正処置票」を発行し

た事象等から任意に抽出し「美浜発電所 品質マネジメントシステムに係る不

適合管理および是正処置所達」（以下「不適合管理および是正処置所達」という。）

等に基づき、不適合原因の特定及び是正処置等が適切に実施されていることを

現場にて立会うとともに「不適合処置・是正処置票」等の記録により確認した。

また、平成２８年度第２回保安検査において確認された「協力企業が作成する記

録に係る事業者の管理不十分について」の指導事項については、事業者が協力企

業の様式管理方法を確認し、チェックシートの様式に最新施行日を記載するこ

と等の是正処置が、同所達に基づき、実施されていることを「不適合処置・是正

処置票」等の記録により確認するとともに、協力企業の事務所の現場において、

是正処置が適切に実施されていることを確認した。 

「主任技術者の選任と職務等の実施状況」については、新たに追加された保安

規定第９条の２に規定された電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術

者の選任並びに保安規定第１０条の２に規定された電気主任技術者及びボイラ

ー・タービン主任技術者の職務等が「原子力発電業務要綱」及び「美浜発電所 技

術業務所則」（以下「技術業務所則」という。）に定められていることを確認し

た。また、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任については、

同所則に基づき、選任されていること、電気主任技術者及びボイラー・タービン

主任技術者の職務等が、同所則に基づき、適切に実施されていることを「人事異

動に伴う主任技術者等の選解任について」及び「平成２８年１０月分「補助ボイ

ラー保安日誌」の作成について」等の記録により確認した。また、原子炉主任技

術者は「要員・組織計画通達」に基づき選任され、原子炉主任技術者の職務等が

「安全管理業務要綱」に基づき、適切に実施されていることを「３号機運転日誌」

等の記録により確認した。なお、原子炉主任技術者の選解任に際し、前任者が解

任日以降も後任者に引継ぎをするまでの間、原子炉主任技術者の業務を引き続

き行う運用となっていることを確認したことから、保安活動の実効性をより確

実なものとすべく指導事項として「原子炉主任技術者として選任されている者

が、その職責を全うできるような運用（代行者の運用も含む）を検討し、社内標

準で明確化すること。」の対応を求めた。 

「非常時の措置の実施状況」については「原子力防災業務要綱」及び「美浜発

電所 安全・防災業務所則」（以下「安全・防災業務所則」という。）が、事業

者の防災業務計画の変更内容を反映し、適切に改正されていることを「「美浜発

電所 安全・防災業務所則」の一部改正について」等の記録により確認した。ま

た、原子力防災組織及び原子力防災要員については「原子力防災業務要綱」及び

「安全・防災業務所則」等に基づき、所長の承認を得て変更されていること、原

子力防災資機材等の整備等については同要綱に基づき、数量を増したヨウ素剤
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及び個人被ばく線量測定器（ＡＤＤ）等が、所長の承認を得て適切に整備されて

いることを「美浜発電所原子力防災組織要員名簿等」及び「「美浜発電所原子力

事業者防災業務計画」の修正について」等の記録により確認するとともに、適切

に保管・管理されていることを第３出入管理室及び健康管理室等の現場により

確認した。 

「電源機能等喪失時の体制の整備の実施状況（抜き打ち検査）」については、

各課（室）長が「美浜発電所 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のた

めの活動に係る対応所達」（以下「ＳＢＯ所達」という。）に基づき、電源機能

等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行うための訓練を実施して

いることを「訓練報告書 平成２８年度（第５回）使用済燃料ピットへの補給水

確保訓練（１～３ｕへの屋内及び屋外消火栓による給水）」等の記録を確認する

とともに「電源車による電源応急復旧」の訓練に抜き打ちにより立会い、適切に

実施されていることを確認した。電源機能等喪失時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な資機材の配備については「ＳＢＯ所達」に基づ

き、各課（室）長が、保管場所へのSBO資機材である旨の掲示及び資機材の点検

を適切に実施していることを「美浜発電所１号機 原子炉への海水注入用資機材 

点検記録」等の記録により確認するとともに、抜き打ちにより、１，２号機の原

子炉補助建屋（燃料検査装置保管庫等）等の現場において、適切に保管及び管理

されていることを確認した。定期的な評価については、各課（室）長が「ＳＢＯ

所達」に基づき、電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行

う必要な要員の配置、要員に対する訓練及び資機材の配備についての評価を行

うとともに、評価の結果に基づき、必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告し

ていることを「ＳＢＯ対応活動の評価結果（所長室分）について」等の記録によ

り確認した。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者からの

施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視、定例試験（３

号機Ｂディーゼル発電機起動試験）への立会い等を行った結果、特段、問題がな

いことを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は概ね良好なものであったと判断する。 
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(１１／１７) 

発電所名 関西電力株式会社大飯発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 
①品質目標達成のための活動の実施状況 
②保安教育の実施状況 
③現場工事管理の実施状況 
④原子炉主任技術者の役割と業務の遂行状況 
⑤運転管理に関する社内標準の作成状況（抜き打ち検査） 
 

２）追加検査項目 
なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「品質目標達成のための活動の実施状況」「保安教

育の実施状況」「現場工事管理の実施状況」「原子炉主任技術者の役割と業務の

遂行状況」及び「運転管理に関する社内標準の作成状況（抜き打ち検査）」を基

本検査項目として検査を実施した。 

基本検査の結果「品質目標達成のための活動の実施状況」については、上期に

おける品質目標の達成状況、各課（室）における施策の活動状況について、社内

標準に基づき品質保証委員会で審議され、承認されていることを「第２回品質保

証委員会議事録」等により確認した。また、各課（室）の品質目標達成のための

活動状況について、抜取りで確認し、計画通り活動が行われていることを確認し

た。 

｢保安教育の実施状況｣については、発電所員に対する保安教育の計画は、所長

室長が「教育・訓練要綱」に従い、教育実施箇所の各課（室）長より提出された

担当する保安教育の年度ごとの実施計画を集約し、原子力発電安全運営委員会

による審議、原子炉主任技術者の確認を経て、所長の承認を得ていることをりん

議書等により確認した。教育実績については、教育実施箇所の各課（室）長から

年度ごとの教育実績を記入した「保安教育実施計画／実績表」により報告を受け

た所長室長が、それらをとりまとめ、原子炉主任技術者及び所長へ報告している

ことを同資料等により確認した。また、保安教育の教材作成箇所の各課（室）長

が、年１回、発電所員及び請負会社従業員に対する保安教育内容の見直し要否を

確認した結果を所長室へ報告していることを各課（室）報告資料により確認し

た。請負会社従業員への保安教育については、入所時教育は所長室長が、放射線

業務従事者教育は放射線管理課長が、放射線廃棄物処理に関する業務の補助を

委託する場合は第一発電室長及び第二発電室長が請負会社に教育を実施させて

おり、その実施の記録を確認するとともに、所定の頻度で教育現場に立ち会い、

教育実施状況を確認していることを「請負会社保安教育立会確認報告書」等によ

り確認した。 

「現場工事管理の実施状況」については、３件の工事を抽出し確認したとこ

ろ、各工事所管課は社内標準に従い、調達要求事項を明確にするために工事目

的、工事内容、提出図書等を記載した工事仕様書を作成し、工事実施りん議書と

して起案し、審査者、承認者へ上申していることをりん議書により確認した。現

場工事開始前に実施する請負会社との作業計画書読み合わせ時には、作業計画

書の内容を再確認するとともに、所管課担当者が作業の進捗状況に応じて立ち

会うホールドポイントにて調達要求事項等を確認していること、工事期間中は、

請負会社と必要事項の確認を「安全作業確認書（兼）安全作業指示書」により実

施していることを確認した。さらに、請負会社が実施するTBM 注1・KY 注2等へ参

加し、請負会社とのコミュニケーションを図りつつ、現場工事管理を実施してい

ることを記録により確認した。また、工事完了時に、請負会社より総括報告書が

提出され、調達要求事項を満足していると確認していることを同総括報告書に

より確認した。 

注１：TBMとは、ツール・ボックス・ミーティングのことをいう。 
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 注２：KYとは、危険予知活動のことをいう。 

｢原子炉主任技術者の役割と業務の遂行状況｣については、原子炉主任技術者

の選定、任命が「要員・組織計画通達」に従い実施されていることをりん議書に

より確認した。また、保安規定に定める原子炉主任技術者の業務については、所

長承認に先立ち確認する事項、記録内容を確認する事項等について「安全管理業

務要綱」に従いそれぞれ遂行されていることを記録により確認した。 

｢運転管理に関する社内標準の作成状況（抜き打ち検査）｣については、原子炉

施設の運転管理において、設備の新設、改造等が行われ、工事完了後に工事所管

課と発電室が設備の引継ぎを行い、設備運用するにあたり必要となった手順が

社内標準に反映されていること、また社内標準に基づき内部文書が管理され、改

訂が行われていることを確認した。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者からの

施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視及び定例試験

（３号機 Bディーゼル発電機起動試験）への立会を行った結果、特段問題がな

いことを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は、良好なものであったと判断する。 
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(１２／１７) 

発電所名 関西電力株式会社高浜発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 
①新規制基準を踏まえた設計基準事象発生時、重大事故等発生時及び大規模
損壊発生時の対応に係る保安活動の実施状況 

②設計・調達管理の実施状況 
③燃料管理の実施状況 
④放射性気体廃棄物管理の実施状況 
⑤巡視点検の実施状況（抜き打ち検査） 
⑥重大事故等発生時の対応に係る成立性の確認訓練実施状況 
（抜き打ち検査） 

 
２）追加検査項目 
なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては、「新規制基準を踏まえた設計基準事象発生時、重

大事故等発生時及び大規模損壊発生時の対応に係る保安活動の実施状況」、「設

計・調達管理の実施状況」、「燃料管理の実施状況」、「放射性気体廃棄物管理

の実施状況」、「巡視点検の実施状況（抜き打ち検査）」及び「重大事故等発生

時の対応に係る成立性の確認訓練実施状況（抜き打ち検査）」の６項目を検査項

目として選定し、検査を実施した。 

検査の結果、「新規制基準を踏まえた設計基準事象発生時、重大事故等発生時

及び大規模損壊発生時の対応に係る保安活動の実施状況」については、保安規定

第１８条（火災発生時の体制の整備）、第１８条の２（内部溢水発生時の体制の

整備）、第１８条の３（その他自然災害発生時等の体制の整備）、第１８条の５

（重大事故等発生時の体制の整備）及び第１８条の６（大規模損壊発生時の体制

の整備）に関する社内標準に基づき、定期的な評価の実施体制・役割分担及び評

価方法等を定め、関係各課（室）に実施結果の評価を依頼するとともに合同説明

会を実施していることを確認した。 

各課（室）から提出された評価結果は主担当課において取り纏めを行い、その

結果「必要な体制、手順の整備状況については、問題なかった」ことが、原子炉

主任技術者及び原子力安全統括の確認を経て発電所長に報告されていることを

確認した。 

なお、評価結果から抽出された改善点については、その改善計画が策定され今

年度１０月１６日からの第２回訓練サイクルに反映して行く予定であることを

確認した。 

「設計・調達管理の実施状況」については、原子力事業本部決裁案件及び高浜

発電所決裁案件の工事を選定し、工事に関する社内標準に記載された設計・開発

及び調達プロセスの流れに従い適切に実施されていることを、各工事の「実施方

針書」、「工事実施りん議」、「工事（購入）仕様書」、「工事計画書」及び「工

事総括報告書」により確認した。 

また、「高浜発電所４号機 発電機トリップに伴う原子炉トリップ」（平成２

８年２月発生）については、社内標準に基づき実施された根本原因分析結果から

抽出された提言に対する具体的な対策の取組み状況について下記の３項目を確

認した。 

○工事実施段階での要求事項の明確化 

・調達要求時に必要な着眼点が社内標準に追加されていることを確認した。 

○調達要求事項に対するレビューの充実 

・設計検証マニュアルにおいて、基本設計段階での設計検証要否の判断をする

とともに詳細設計段階においても検証要否の判断を実施する等、設計検証

の充実を図っていることを確認した。 

・定検開始前に全ての工事リストを作成し、承認申請図書等のレビュー会で設
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計検証要否の判断を実施する運用を３号機第２２回定期検査から開始して

いることを確認した。 

○工事計画時における潜在するリスクの抽出に関する教育の充実 

・根本原因分析結果及び潜在リスクの抽出に関する事例の研修を、関係する対

象者全員に実施し完了したことを確認した。 

なお、上記の対策の有効性評価については、平成２９年度内部監査等にて対策

の運用状況及び有効性の評価を実施する予定であることを関係者からの聴取に

より確認した。 

「燃料管理の実施状況」については、新燃料の運搬、新燃料の貯蔵、燃料の検

査、燃料の取替、また新規制基準に基づいた未臨界性評価の実施、クレーン使用

時の吊荷の重量及び吊上げ上限高さの管理等について、社内標準に基づいて実

施されていることを文書・記録等により確認した。 

「放射性気体廃棄物管理の実施状況」については、測定頻度が、保安規定に定

める頻度にて実施されていることを確認した。なお測定にあたっては、担当する

職員及び委託社員の放射線測定に関する知識、力量が業務実績等を通じて評価

されていることを記録等により確認した。 

排気筒からの希ガス及びよう素１３１の放出量が、保安規定に定める放出管

理目標値を超えないように管理されていること、また計測器の管理については

社内標準に基づき、点検及び校正が実施されていることを記録等により確認し

た。 

「巡視点検の実施状況（抜き打ち検査）」については、運転員が実施した３号

機及び４号機の管理区域の巡視点検に同行し、機器の異音・振動、ランプ表示・

指示計の指示値、漏洩の有無等の確認を行っていることを確認した。 

また、「系統より切り離されている施設の巡視点検」については、月例の「巡

視点検表」に従い適切に実施されていることを、至近の「巡視点検記録」（全数

確認）により確認した。 

「重大事故等発生時の対応に係る成立性の確認訓練実施状況（抜き打ち検

査）」については、重大事故等発生時の体制の整備に関する成立性確認訓練の中

から、「現場主体の操作に係る成立性確認訓練のうち技術的能力の成立性確認」

に対する月間予定表を確認して、運転員及び緊急対策要員が特定されているこ

とを確認するとともに、「主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし

弁の機能回復訓練」に立合い、計画通りの要員で実施されていることを確認し

た。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者からの

施設の運営管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視、定例試験等（３

号機 空冷式非常用発電装置起動試験）への立会等を行った結果、特段の問題が

ないことを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は、概ね良好なものであったと判断する。 
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（１３／１７） 
発電所名 中国電力株式会社島根原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目 

①保守管理の実施状況 

②不適合管理及び是正処置の実施状況 

③放射線測定器類の管理状況 

④緊急時の措置に係る実施状況 

⑤運転管理の実施状況（定期試験・定期補機切替現場確認）（抜き打ち検

査） 

⑥初期消火活動体制の整備状況（抜き打ち検査）） 

２）追加検査項目 

なし 

３）その他 

 ○島根原子力発電所２号機廃棄物処理建物２階における中央制御室空調換 

気系ダクト腐食への対応 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「保守管理の実施状況」、「不適合管理及び是正処

置の実施状況」、「放射線測定器類の管理状況」、「緊急時の措置に係る実施状

況」、「運転管理の実施状況（定期試験・定期補機切替現場確認）（抜き打ち検

査）」及び「初期消火活動体制の整備状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目と

して選定し、その他として「島根原子力発電所２号機廃棄物処理建物２階におけ

る中央制御室空調換気系ダクト腐食への対応」について検査を実施した。 

基本検査の結果、「保守管理の実施状況」に関しては、保守管理を実施するに

あたり、保守管理の実施方針及び保守管理目標を定め、保守管理に係る業務プロ

セスや実施方法が社内規程に基づき適切に実施されていることと、長期停止し

ている島根原子力発電所２号機について、設備の機能を継続的に維持するため

に、特別な保全計画に基づき追加点検工事が計画どおり実施されていることを

確認した。 

「不適合管理及び是正処置の実施状況」に関しては、社内規程に基づき事業者

が不適合と判断した事案について、不適合処置や是正処置が適切に実施される

とともに、調達先の不適合と判断された事案についても、社内規程に基づき適切

に処置されていることを記録により確認した。 

「緊急時の措置に係る実施状況」に関しては、社内規程の改正、配備資機材の

維持管理及び訓練が計画に基づき着実に実施されていることを立案・決定票、緊

急安全対策資機材等管理システムに基づく点検記録、原子力防災訓練報告書等

により確認した。 

「放射線測定器類の管理状況」に関しては、今年度から新たなシステムによる

管理が導入されたことから、社内規程に基づき放射線測定器類が適切に点検・管

理されていることを点検記録及び工事報告書により確認した。 

「運転管理の実施状況（定期試験・定期補機切替現場確認）（抜き打ち検査）」

に関しては、社内規程に基づき策定された実施計画に従い、適切に実施されてい

ることを記録及び現場立会いにより抜き取りで確認した。 

「初期消火活動体制の整備状況（抜き打ち検査）」に関しては、社内規程の改

正、配備資機材の維持管理及び訓練が計画に基づき着実に実施されていること

を立案・決定票、原子力災害対応資機材等に係る点検計画・点検計画表に基づく

点検記録、教育訓練実施報告書等により確認した。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者

からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視、

定期試験（２号機A－非常用ディーゼル発電機手動起動試験）への立会い等を行

った結果、特段問題がないことを確認した。 
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「島根原子力発電所２号機 中央制御室空調換気系ダクト腐食」については、

当該保安検査期間中に法令上の事故故障等の報告を要する事象が発生したた

め、その現場状況、報告対応状況及び点検の実施状況について確認した。今後事

業者が行う原因究明及び再発防止策について、今後の保安調査等で確認してい

く。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は良好なものであったと判断する。 
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(１４／１７) 

発電所名 四国電力株式会社伊方発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 

①定期安全レビューの実施状況（本店、原子力本部、原子力保安研修所を含

む） 

②放射性固体廃棄物管理の実施状況 

③保守管理の実施状況 

④その他自然災害発生時（降灰）における保全活動の実施状況 

⑤水質管理の実施状況（抜き打ち検査） 

 

２）追加検査項目 

なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「定期安全レビューの実施状況（本店、原子力本部、

原子力保安研修所を含む）」「放射性固体廃棄物管理の実施状況」「保守管理の

実施状況」「その他自然災害発生時（降灰）における保全活動の実施状況」及び

「水質管理の実施状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目として選定し、検査を

実施した。 

基本検査の結果、「定期安全レビューの実施状況（本店、原子力本部、原子力

保安研修所を含む）」では、１号機及び３号機の定期安全レビューが、事業者に

よる報告書レビューの工程変更及び１号機の運転終了に伴う確率論的安全評価

の取り止め等の変更があったが、社内規定に従い適切に管理、変更されており、

実施計画書の体制、手順、工程に従い、前回の評価から１０年を超えない日まで

に実施されていることを実施計画書により確認した。実施状況については、旧原

子力安全・保安院指示文書「実用発電用原子炉施設における定期安全レビューの

実施について（平成２０･０８･２８原院第８号）」等に基づく手順書に従い、平

成１８年１月から平成２６年１２月までの期間における品質保証活動等の定め

られた８分野の保安活動、最新の技術的知見の反映及び確率論的安全評価（３号

機のみ）の各評価が実施され、その結果、安全性、信頼性の維持・改善が継続的

に行われていることが評価されていること、改善にあたっての追加措置が抽出さ

れなかったことを報告書等により確認した。また、各評価の担当部所以外の要員

による評価結果の妥当性確認及び本店考査室原子力監査担当による内部監査が

適切に実施されていることを記録により確認した。 

「放射性固体廃棄物管理の実施状況」では、当該業務に係る要員の力量が社内

規定の基準を満たしていることを記録等により確認した。放射性固体廃棄物に係

る保管、詰替え、点検、移送、搬出、廃棄(焼却)等の業務が計画に従い適切に実

施されていることを計画及び実績表により確認した。放射性固体廃棄物に係る測

定及び集計は社内規定に従い適切に実施され、発電用原子炉主任技術者がその記

録を確認していること、測定業務に使用される測定機器の点検は社内規定に従い

適切に実施されていることを記録により確認した。管理区域内で発生した汚染が

ある廃油については、社内規定に従い管理され雑固体焼却設備にて処理されてい

ることを記録により確認した。また、放射性固体廃棄物が管理され適切に保管さ

れていることを現場確認等により確認した。 

「保守管理の実施状況」に係る検査では、平成２７年度に定期検査期間外の点

検（定期検査と異なる時期に実施する点検）として実施された１号機，２号機及

び３号機の設備から１１設備を選定し、定められた点検周期、点検項目について

点検が実施されていること、各点検工事結果として、工事の成果、懸案事項の有

無、次回への反映事項等の観点で総合的な評価が実施されていることを記録等に

より確認した。点検結果については、各設備の点検結果の保全データを踏まえ総

合評価が行われ、保全項目の追加及び点検周期の短縮・延長等の検討が行われ、

保全計画総合評価会で審議、了承され、保全計画の見直しが実施されていること

を記録等により確認した。また、保全計画総合評価会の審議結果を受け、保全計

画が変更されたことを記録等により確認した。 
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「その他自然災害発生時（降灰）における保全活動の実施状況」に係る検査で

は、平成２８年１０月８日に発生した阿蘇山噴火に対し、同日３時２８分に気象

庁から伊方発電所中央制御室にＦＡＸされた降灰（0.1mm 未満）予報を受け、社

内規定に従い当直長から連絡責任者に連絡され、連絡責任者から守衛所員に対し

降灰が確認された場合は連絡するよう指示されていること、降灰が確認されたこ

とを受け、発電所長により４時３９分に「自然災害対応内規」に基づく非常体制

が発令され、約３０名の降灰の防護対策に必要な要員に対し一斉招集の連絡が発

信されたことを聴取等により確認した。また、降灰確認後、運転員による中央制

御室計器の確認、タービン建屋内の機器の巡視点検、屋外機器の巡視点検等が実

施されたことを記録により確認した。なお、今回の降灰は降り続くことはなく、

ごく微量であり、その後の降雨により流されたことから、外気取入口のフィルタ

取替、海水ポンプの軸受部の水循環系ストレーナの清掃、除灰作業等の活動の必

要がなかったことを聴取により確認した。 

「水質管理の実施状況（抜き打ち検査）」では、運転中の３号機の１次冷却材

及び蒸気発生器器内水について保安規定により定められた水質測定に係る採水、

測定器の校正及び測定作業に立会い、測定結果を確認した。当該作業に係る要員

及び記録の作成者、審査者が力量の基準を満たしていること、作業が実施要領書

に従い適切に実施されていることを確認した。また、作成された品質記録には立

会時に確認した測定値が記載されており、水質が基準値内であることが発電用原

子炉主任技術者及び放射線・化学管理課長により確認されていることを記録等に

より確認した。 

 

保安検査実施期間中における日々の運転管理状況については、原子炉設置者か

らの運転管理状況の聴取、記録確認、安全運営委員会の傍聴、発電用原子炉施設

の巡視、定例試験(１号機ディーゼル発電機（Ｂ）負荷試験及び３号機タービン動

補助給水ポンプ定期運転)の立会等を行った結果、特に問題はなかった。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

規定の遵守状況は良好であると判断する。 
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 (１５／１７) 
発電所名 九州電力株式会社玄海原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 

①保守管理の実施状況 

②不適合管理活動の実施状況 

③異常時の措置の実施状況 

④非常時の措置の実施状況 

⑤保安教育の実施状況 

⑥当直課長、運転員の引継の実施状況（抜き打ち検査） 
 
２）追加検査項目 
なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査では「保守管理の実施状況」、「不適合管理活動の実施状況」、

「異常時の措置の実施状況」、「非常時の措置の実施状況」、「保安教育の実施

状況」及び「当直課長、運転員の引継の実施状況（抜き打ち検査）」を基本検査

項目として選定し、検査を実施した。 

基本検査の結果、「保守管理の実施状況」については、廃止措置計画の認可申

請書を提出している１号機の特別な保全計画等に基づく設備の点検が、計画どお

り適切に実施されていることを確認するとともに、他プラント等で最近見られた

設備の保守管理に関わる不具合事象に鑑み、これらの設備の点検等が適切に実施

されていることを規定類及び関係記録により確認した。 

「不適合管理活動の実施状況」については、「不適合管理基準」等の規定類が

適切に定められ、不適合報告書「低レベル放射性廃棄物の廃棄物埋設確認申請デ

ータの誤りについて」等の事例について、原因分析及び是正処置が確実に行われ、

是正処置後の新たな仕組みの運用が有効に機能しており、不適合処理が管理され

た状態で実施されていることを確認した。また、事業者の自主的な活動として、

保修依頼票で処理する案件の是正処置要否を判断するために帳票を回議し幅広

い意見を求める仕組みの試運用について、約２年間の実績を評価し、運用の見直

しを行ったことをオーソライズ資料「保修依頼票における是正処置要否判断の確

認に係る試運用について（実績評価及び運用見直し）」により確認した。 

「異常時の措置の実施状況」については、保安規定において定められている異

常時の基本的な対応として、原子炉施設に異常が発生した場合の連絡体制が整備

されていることを「運転基準 総括編」により確認した。また、異常が発生した

場合の措置については、保安規定において定められている「異常時の運転操作基

準」に基づき、原子炉トリップ等の事象別の対応操作が「運転基準 緊急処置編」

に策定されていることを確認した。 

「非常時の措置の実施状況」については、原子力防災組織、原子力防災要員、

原子力防災資機材の整備、特定事象発生の際の通報経路等、非常時の措置に関す

る事項を定めている基準等を改正するに当たって、所定の手続を実施しているこ

とを「規定文書制定改廃書」「安全運営委員会議事録」等により確認した。また、

平成２８年１２月１日に実施された緊急事態に対処するための総合的な訓練に

立会確認した。 

「保安教育の実施状況」については、緊急作業従事者に対する教育、訓練が「教

育訓練基準」等に基づいて適切に行われていること、また、請負会社が行ってい

る放射性廃棄物処理設備に関する緊急処置についての教育、訓練が「発電第一

（二）課委託設備運転員教育訓練要領」等に基づいて適切に行われていることを

確認した。 

「当直課長、運転員の引継の実施状況（抜き打ち検査）」については、保安規

定に基づいて運転直の体制について要求されている人員が確保され配置されて

いること及び当直課長、運転員の引継が適切に行われていることを「玄海３／４
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号機 当直課長引継簿」等で確認した。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者からの施

設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視、定例試験（２号

機 Aディーゼル発電機負荷試験）への立会等を行った結果、特段問題がないこと

を確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安

活動は、良好なものであったと判断する。 
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 (１６／１７) 
発電所名 九州電力株式会社川内原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～ １２月９日（金） 

検査項目 １）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目。） 
①火災発生時の体制の整備状況 
②保安教育の実施状況 
③長期保守管理方針に基づく耐震安全性評価の実施状況 
④過去の違反（監視）事項に係る改善措置状況 
⑤アクセスルートの確保状況（抜き打ち検査） 

 
２）追加検査項目 
なし 

検査結果 

（報告書の総合

評価部分を抜

粋） 

今回の保安検査においては「火災発生時の体制の整備状況」「保安教

育の実施状況」「長期保守管理方針に基づく耐震安全性評価の実施状況」

「過去の違反（監視）事項に係る改善措置状況」及び「アクセスルート

の確保状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目として選定し、検査を実

施した。 

基本検査の結果「火災発生時の体制の整備状況」については、防災課

長が、専用回線を使用した通報設備を設置し、点検していることを記録

により確認した。 

防災課長が、全所員を対象とした「火災防護教育」「消防訓練（防火

対応）」及び通報連絡者及び運転員を対象とした「初期消火活動要員に

よる総合訓練」を実施していること並びに専属消防隊に対して同内容の

教育訓練が実施されていることを教育訓練記録により確認していること

を記録により確認した。また、発電課長が、運転員を対象とした火災発

生時の運転操作等に係る教育訓練（緊急処置訓練）を実施していること

を記録により確認した。 

防災課長、保修課長等が、消火活動及び火災防護に必要な資機材を配

備し、点検していることを記録により確認した。また、専属消防隊本部

に化学消防自動車、小型動力ポンプ付水槽車、泡消火薬剤等を適切に保

管していることを現場立会により確認した。 

防災課長が、火災防護計画（要領）に従い、火災区域又は火災区画に

持ち込む可燃物の総発熱量が制限発熱量を超えないように管理している

ことを記録により確認した。 

「保安教育の実施状況」については、所員に対するその他反復教育（非

常の場合に講ずべき処置に関すること）について確認した結果、原子力

訓練センター所長が、「アクシデントマネジメント教育」「防災教育」

「火災防護教育」及び「内部溢水、その他自然災害対応教育」を含む保

安教育の実施計画を作成し、安全運営委員会の審議・確認、原子炉主任

技術者の確認、所長の承認を得ていることを記録により確認した。 

原子力訓練センター所長及び防災課長が、全所員を対象とした「アク

シデントマネジメント教育」「防災教育」等を教育訓練要領に基づいて

実施していることを記録により確認した。 

原子力訓練センター所長が、保安教育訓練実施報告書等を取りまとめ、

保安教育の実施実績表を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長

に報告していることを記録により確認した。 

また、請負会社従業員に対するその他反復教育（非常の場合に講ずべ

き処置に関すること）について確認した結果、関係各課長が、請負会社

が作成した「アクシデントマネジメント教育」「防災教育」「燃料取替

教育」「火災防護教育」及び「内部溢水、その他自然災害対応教育」に

係る保安教育の実施計画を確認し、原子炉主任技術者の確認、所長の承

認を得ていることを記録により確認した。 
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関係各課長が、請負会社が作成した「アクシデントマネジメント教育」

「防災教育」等に係る保安教育実施報告書を確認し、原子炉主任技術者

の確認を得て、所長に報告していることを記録により確認した。 

「長期保守管理方針に基づく耐震安全性評価の実施状況」については、

調達管理として、原子力経年対策グループ長が、高経年化技術評価に係

る解析業務を請負う会社（以下「供給者」という。）の技術的評価を行

うとともに委託報告書の妥当性について検証していること並びに原子力

経年対策グループ長及び品質保証グループ長が、供給者が実施した解析

業務の適切性について確認していることを記録により確認した。 

原子力管理部門の原子力管理部長を統括責任者とした具体的な評価実

施体制を定めていることを記録により確認した。 

敷地毎に震源を特定して策定する地震動（以下「基準地震動Ｓｓ－１」

という。）と同じ解析コードを使用していること及び震源を特定せず策

定する地震動（以下「基準地震動Ｓｓ－２」という。）の評価手法が「実

用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」及び「社団法人

日本原子力学会 日本原子力学会標準（原子力発電所の高経年化対策実

施基準：２００８）」等に基づいていることを記録により確認した。 

基準地震動Ｓｓ－２の評価が必要な全ての機器及び経年劣化事象に対

して評価していることを記録により確認した。 

評価の結果、基準地震動Ｓｓ－２を考慮した全ての評価値が許容値を

下回っていること及び原子力経年対策グループ長が、評価結果について

審査し、原子力管理部長が承認していることを記録により確認した。 

「過去の違反（監視）事項に係る改善措置状況」については、平成２

７年度第３回保安検査において保安規定違反（監視）と判定した「火災

発生時及び竜巻発生時に係る訓練計画の不備」に対する是正処置の実施

状況について確認した結果、当該不適合事象に対して人的過誤の要因を

明らかにするために、「人的過誤の直接要因に係る管理要領」に基づい

て直接要因の分析を実施し、改善すべき要因を特定するとともに、総合

的な観点から取るべき対策を検討した後、対策の効果を評価し、実際に

取ることが望ましい対策を選定していること等を記録により確認した。 

具体的には、改善すべき要因として「規定文書の作成や審査における

要求事項の基となる情報を確認することの認識が不足していた。」及び

「全所員を対象とする訓練の未受講者に対するフォローアップの認識が

不足していた。」を特定していることを記録により確認した。 

また、実際に取ることが望ましい対策として「教育訓練基準において、

規定文書の作成や審査においては、要求事項の基となる情報を確認する

ことが重要であることから、保安規定要求の教育訓練を明確にする。」

「原子力一般教育のうち、保安規定要求の教育訓練の主管課において、

係内教育を行う。」等を選定していることを記録により確認した。 

「アクセスルートの確保状況（抜き打ち検査）」については、屋内及

び屋外のアクセスルートについて、自然現象、外部人為事象、溢水及び

火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路

も考慮して複数確保していることを「アクセスルート図」により確認し

た。 

原子炉安全補助施設設置工事に伴い、屋外のアクセスルートの一部が

通行止めとなることから、「非常事態対策基準」等に従い、想定した外

的要因を加味しても運搬、移動に支障がないことを確認した上でアクセ

スルートの迂回ルートを新たに設定していること並びに当該迂回ルート

及び工事期間等について関係者に周知していることを記録により確認し

た。 
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障害物を除去可能なホイールローダ等の点検を適切に実施しているこ

と並びにホイールローダ等の運転ができる緊急時対策本部要員及び重大

事故等対策要員を確保していることを記録により確認した。また、ホイ

ールローダ及び油圧ショベルを第４及び第６緊急用保管エリアに保管し

ていることを現場立会により確認した。 

 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者

からの施設の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視、

定例試験（２号機 A ディーゼル発電機負荷試験）への立会等を行った結

果、特段問題がないことを確認した。 

 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に

係る保安活動は、良好であったと判断する。 
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（１７／１７） 

発電所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 

検査実施期間 平成２８年１２月１日（木） ～ １２月１４日（木） 

検査項目 １)基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①運転管理の実施状況 

②緊急作業従事者の運用に係る実施状況 

③不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

④非常時の措置の実施状況（抜き打ち検査） 

 

２）追加検査項目 

 なし 

検査結果 今回の保安検査においては、「平成２７年度第３四半期以降の保安検査につい

て」（平成２７年１２月２日）による平成２８年度保安検査実施方針に基づき、

引き続き低温停止状態における安全機能を維持・管理する上で必要な活動が適

切に実施されていることを確認することを基本に「運転管理の実施状況」「緊急

作業従事者の運用に係る実施状況」「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施

状況」及び「非常時の措置の実施状況（抜き打ち検査）」に係る保安活動に着目

し、計画、実施、評価及び改善の一連の状況を確認した。 

確認結果は、以下のとおり。 

・不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況（ヒューマンエラー関連） 

前回（平成２８年度第２回）保安検査時の発生事案である運転上の制限（以

下「ＬＣＯ※1」という。）逸脱等ヒューマンエラー事象３件「ＲＩＤ※2警報動

作不能によるＬＣＯ逸脱」「ＡＣＳ※3空気冷却器バイパス弁誤操作」「ＳＩＤ
※4信号変換器用電源誤切断」について確認した。 

現在、是正処置計画に基づき原因調査及びヒューマンエラーに係る要因分

析について実施中であるが、平成２８年９月に発出されたヒューマンエラー

防止等の理事長指示に基づき対応を実施している中で類似のヒューマンエラ

ーが再発している※5。このことから、これまでのヒューマンエラーに係る要因

分析の妥当性、再発防止対策の有効性について再確認を行うとしており、本検

査項目に係る機構のこれまでの取組状況として確認した結果も踏まえ、今後

の保安検査等により対策の有効性評価及びこれに基づく追加対策の実施状況

を確認することとする。 

 
※1 「運転上の制限」（Limiting Conditions for Operation） 

※2 ナトリウム漏えい検出器のうち「放射線イオン化式検出器」（Radioactive Ionization 

Detector） 

※3 「補助冷却設備」（Auxiliary Cooling System） 

※4 ナトリウム漏えい検出器のうち「ナトリウムイオン化式検出器」（Sodium Ionization 

Detector） 

※5 平成２８年１１月３０日発生「１次系ナトリウム漏えい検出装置サンプリングポンプト

リップ事象」 

 

・不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

前回の保安検査等において確認した「特別な保全計画で保管中の固体廃棄

物処理設備の供用」「１次補助系予熱制御盤の点検遅れ」「廃液濃縮タンクか

らの不適切な排水」等の事案について、不適合管理、是正処置及び予防処置の

実施状況を確認し、また、これまでの保安検査における指摘事項等に係る改善

状況について、その進捗状況を確認するとともに、不適合管理等プロセスの改

善に向けた取り組み状況を確認するため検査を実施した。 

検査の結果、前回保安検査で継続的に確認することとした事案の処置状況

としては、不適合処置状況は継続的に実施され、是正処置については、是正処

置計画が策定、処置が実施中の事案もあったが、保守管理要因に起因した事案
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に係る再発性の確認及び新たに発生したヒューマンエラー事象を踏まえた対

策検討により、いずれも是正処置が継続して実施中であることを確認した。ま

た、保守管理不備以外の指摘事項等の処置状況についても、各事案の不適合処

置及び是正処置について進捗してはいるものの根本原因分析（以下「ＲＣＡ」

という。）結果の反映に時間を要しており、こちらも継続実施中であることを

確認した。 

・緊急作業従事者の運用に係る実施状況 

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則が平成２７年８月

３１日に改正され、緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者に

対する運用が平成２８年４月１日に施行されたことから、緊急作業従事者が

適切なプロセスを経て選定されていること等を確認するため検査を実施し

た。 

検査の結果、関連する下位文書の改正業務について放射線管理、対象者の選

定、教育、同意書の確認及び指定、教育管理などを複数の課で担当し、7月ま

で改正作業が遅延していたにもかかわらず、このことが不適合として認知さ

れていなかった。 

しかしながら、現時点では保安規定及び下位文書が既に制定されているこ

と、緊急作業従事者に係る教育訓練、選定の結果については、保安規定の当該

要求事項に抵触するものは認められなかったことから、今後の保安検査等に

おいて係る不適合処置及び是正処置の実施状況を確認することとする。 

・運転管理の実施状況 

ＬＣＯの確認等の保安規定第４章運転管理における低温停止中の要求事項

に対する遵守状況のうち非定常な運転管理の実施状況について確認するた

め、根拠となる文書類の整備状況、活動実績及び記録の保管状況を検査すると

ともに、運転管理プロセスに係る継続的改善状況を検査した結果、「課長指示

文書管理マニュアル」に基づき実施されていることを課長指示文書、運転日誌

等で確認した。また、運転管理業務プロセスの改善に向けての取り組みも適宜

実施されていることを確認した。 

・非常時の措置の実施状況（抜き打ち検査） 

保安規定第９章非常時の措置第１１０条（通報）に係るプロセスについて

は、平成２７年度第３回保安検査において「保安規定９章の非常時の措置に関

する不備」として指摘し、平成２８年６月に是正処置として二次文書「事故・

トラブル通報連絡要領」の改正が行われている。今回の保安検査中の１２月７

日にＳＰＤＳ 及びＥＲＳＳ に係る通報連絡対象のトラブル事象が発生した

ことから、当初予定していた検査項目に代わり、本事象の対応状況を抜き打ち

検査として実施することとして非常時の措置に係る保安規定要求事項の遵守

状況を確認した。その結果、本検査を通じてＳＰＤＳ及びＥＲＳＳを担当する

環境監視課側（もんじゅ運営計画・研究開発センター側）ともんじゅ側との連

携について改善（連繋強化）が必要と認識し、今後、より綿密な対応が可能と

なるよう方策を検討していることを確認した。 

 

以上のとおり、今回の保安検査で確認した検査項目においては、保安規定違反

と指摘する事案は認められなかった。ただし、ヒューマンエラーに係る状況につ

いては、理事長指示に基づく対応実施中での類似ヒューマンエラー再発のため、

これまでのヒューマンエラーに係る要因分析の妥当性、再発防止対策の有効性

について再確認を行うとした機構の対応状況を保安検査等において確認するこ

ととする。 

また、平成２７年度以降の保安規定違反等の指摘事項に対する不適合報告書

及び是正処置計画書では、不適合要因及び課題は、関係部署間の管理、複数プロ

セスの統括管理にあるとしており、「緊急作業従事者の運用に係る実施状況」に
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示した「緊急作業従事者の選定に係る不適合」においても類似の課題が抽出され

ている。これらの業務管理については、保守管理不備の再発防止対策の重要な対

策の一つとしても取り組まれていることからも今後、複数の部署間における統

括管理の強化が図られ保安活動として定着していく状況について保安検査等に

おいて引き続き確認することとする。 
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別表１－２：安全確保上重要な行為等の保安検査について 

発電所 安全確保上重要な行為等の保安検査 検査実施期間 

東京電力

ホールデ

ィングス

株式会社 

柏崎

刈羽 

５号機 燃料取替え時の保安検査（燃料取出） 2016/7/8～2016/12/7 

６号機 燃料取替え時の保安検査（燃料取出） 2016/10/25～2016/11/10 

７号機 燃料取替え時の保安検査（燃料取出） 2016/10/3～2016/10/24 

北陸電力

株式会社 
志賀 ２号機 燃料取替え時の保安検査（燃料取出） 2016/10/20～2016/11/24 

関西電力

株式会社 
高浜 

３号機 ＳＡ等要員訓練※1時の保安検査 

2016/11/2～2016/11/14※2 

及び 

2016/10/21、2016/12/26※3 

４号機 ＳＡ等要員訓練※1時の保安検査 

2016/11/2～2106/11/14※2 

及び 

2016/10/21、2016/12/26※3 

四国電力

株式会社 
伊方 ３号機 ＳＡ等要員訓練※1時の保安検査 

2016/11/21～2016/11/29※2 

及び 

2016/12/19～2016/12/26※4 

及び 

2016/10/27、2016/11/22、

2016/12/26※3 

九州電力

株式会社 
川内 

１号機 

原子炉の停止時の保安検査 

ミッドループ運転時の保安検査 

（燃料取出前） 

燃料取替え時の保安検査 

（燃料取出） 

燃料取替え時の保安検査 

（燃料装荷） 

ミッドループ運転時の保安検査 

（燃料装荷後） 

原子炉の起動時の保安検査 

ＳＡ等要員訓練※1時の保安検査 

2016/10/4～2016/10/11 

2016/10/7～2016/10/17 

 

2016/10/14～2106/10/20 

 

2016/11/18～2016/11/25 

 

2016/11/22～2016/12/1 

 

2016/12/2～2016/12/20 

2016/10/26、2016/11/25※3 

２号機 

原子炉の停止時の保安検査 

ミッドループ運転時の保安検査 

（燃料取出前） 

ＳＡ等要員訓練※1時の保安検査 

2016/12/14～2016/12/19 

2016/12/19～2016/12/26 

 

2016/10/26、2016/11/25※3 

※1 重大事故等発生時又は大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員に対す

る訓練 

※2 全交流動力電源喪失や炉心損傷等の事故を想定し、事象発生から重大事故等が収束するまでの事象進展に合わせ、複数

の設備に係る操作手順を組み合わせて実施する現場操作主体の訓練について、記録確認及び立会い等を実施したもの 

※3 現場立会いを実施しない訓練について、前月２１日から当月２０日までに行われた訓練に対して、当月末までに記録確

認等を実施したもの 

※4 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項のうち可搬型設備等

による対応に関する訓練について、記録確認及び立会い等を実施したもの  
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別表１－３：東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所に対する 

平成２８年度第３回保安検査 検査項目及び検査結果 
 

発電所名 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 

検査実施期間 平成２８年１１月２４日（木）～ １２月７日（水） 

検査項目 １)  基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

① 実施計画において認可された新組織における保安活動の実施状況に係る検査 

② 保守管理の実施状況に係る検査 

③ 放射性廃棄物管理の実施状況に係る検査 

④ 運営総括部の所掌する定例業務の実施状況（抜き打ち検査） 

⑤ 電気主任技術者の職務の実施状況（抜き打ち検査） 

２) 追加検査項目  

なし 

３）その他 

検査期間中に発生したトラブル事象に関する確認 

検査結果 

（報告書の総合評

価部分を抜粋） 

今回の保安検査では、「実施計画において認可された新組織におけ

る保安活動の実施状況に係る検査」、「保守管理の実施状況に係る検

査」、「放射性廃棄物管理の実施状況に係る検査」、「運営総括部の

所掌する定例業務の実施状況（抜き打ち検査）」及び「電気主任技術

者の職務の実施状況（抜き打ち検査）」の基本検査項目の他、その他

として検査期間中に発生した２件のトラブル事象について検査を実

施した。 

 

「実施計画において認可された新組織における保安活動の実施状

況」については、汚染水処理設備の運転管理及び保守管理に関連する

組織（水処理運営部及び水処理設備部）の改編に係る実施計画の変更 

申請が平成２８年９月９日に認可され、１０月１日に施行されたこ

とから、新組織への業務の移行に伴う保安活動が適切に実施されて

いるかを検査した。 

検査の結果、新組織への業務の移行に当たっては、組織改編による

業務引継が円滑に行われるよう、事前に組織改編に必要な実施項目

を抽出し、準備していたことを記録等により確認した。新たに設置さ

れた水処理運営部の当直については、組織改編前に、新たに当直員と

なる者に対して、運転に関する研修を受講させ、必要な知識が付与さ

れていることを記録等により確認した。また、新組織の業務に係るマ

ニュアルが整備されていること、旧組織における作業や不適合管理

等が新組織へ引き継がれていること等、業務の移行に伴う保安活動

が適切に実施されていることを記録等により確認した。 

 

「保守管理の実施状況に係る検査」については、実施計画に記載の

１～４号機の安全確保設備等について、その機能は適切な保全の下

に維持されることから、保守管理に係るマネジメント等の関係プロ

セスが適切に実施されているかを検査した。 

検査の結果、保守管理の実施方針については、平成２７年度の保守

管理に係る取り組み実績がマネジメントレビューで確認され、柏崎

刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設事象を踏まえて、

今年度の保守管理の実施方針が見直されたこと等を記録等により確

認した。また、基盤整備体制の活動状況については、基盤整備責任者

等の関係者が、保全計画及び図面の整備に係る課題並びに進捗状況
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を把握するとともに、今後の対応に係る検討等を随時実施している

ことを記録等により確認した。また、保全総括グループによる各設備

所管グループの保全計画の整備状況の確認、技術グループによる設

備管理に係る図面の整備等、設備の保守管理に係る横断的な活動が

マニュアルに基づき進められていること等を記録等により確認し

た。 

 

「放射性廃棄物管理の実施状況」については、汚染水処理設備等の

運転により発生した使用済み吸着塔、フィルタ等の二次廃棄物  が、

マニュアルに基づき適切に管理されているかを検査した。 

検査の結果、二次廃棄物の管理については、マニュアル等に基づき

保管容器に収納後、容器表面の線量率に応じて定められた保管場所

に運搬されること、保管場所には線量率、立入り制限等の注意喚起が

表示され、保管中は漏えい等の異常がないことを定期的に行う巡視

により確認していること等から、管理された状態にあることを記録、

立会い等により確認した。 

 

「運営総括部の所掌する定例業務の実施状況」については、運営総

括部が「職制及び職務権限規程」等に基づき、所掌する業務内容を理

解し、責任と権限を認識したうえで、保安活動を適切に実施している

かを抜き打ちにより検査した。 

検査の結果、運営総括部は、福島第一廃炉推進カンパニー(以下「カ

ンパニー」という)プレジデントを直接的に補佐して、カンパニー全

体の運営方針を企画及び立案をし、カンパニー全体の保安活動を総

括するとともに、福島第一原子力発電所長等による廃炉・汚染水対策

業務の遂行を支援していることを「カンパニー経営会議・運営会議議

事録」等により確認した。また、カンパニー全体の総合力を発揮する

ために、人材育成計画を策定するとともに、福島復興本社、原子力・

立地本部等（以下「コーポレート」という。）との協力体制を確立し

ていることを「廃炉推進カンパニー人材育成基本計画」等により確認

した。 

 

「電気主任技術者の職務の実施状況」については、事業用電気工作

物の工事、維持及び運用に関する保安の監督が適切に実施されてい

るかを抜き打ちにより検査した。 

検査の結果、電気主任技術者の選任と監督官庁への届出は、マニュ

アルに従い、関係者の協議により選任され、所長承認を経て、届出さ

れていることを記録により確認したほか、前任の電気主任技術者か

らの引き継ぎ状況については、前任者が作成した活動報告が引き継

ぎ書に添付されており、必要な情報が適切に伝えられていることを

記録及び聴取により確認した。電気工作物の新設や改造工事の計画

時においては、保護継電器の整定値についての技術検討書確認時に

指導助言を行っていることや、水処理設備のパワーセンター用ケー

ブル耐電圧試験への現場立会時において、安全作業に関する指示を

行ったこと等を記録及び聴取により確認した。 

 

保安検査期間中に発生したトラブル事象に関する確認について

は、平成２８年１２月５日に３号機原子炉注水ポンプ（Ｂ）が停止し、

事業者が保安措置第１８条の運転上の制限からの逸脱(以下「LCO 逸

脱」という。)を宣言したことを受け、当事務所は立入検査を実施す

るとともに、待機中のポンプを起動する等 LCO 逸脱時にとるべき必

要な措置が講じられていることを現場にて確認した。また、平成２８
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年１２月４日に、１号機～３号機の使用済燃料プール(以下「SFP」と

いう。)冷却で共用する二次系共用設備で系統圧低警報が発報し、ポ

ンプを手動停止した影響で各 SFP の冷却ができなくなった事象を受

け、当事務所はその後の事業者の対応状況について聴取し、及び現場

確認を実施し、停止から約８時間後には各 SFP の冷却が復旧したこ

とを確認した。事業者は、いずれの事象も直接の原因は現場にある操

作レバー等への作業員等による意図しない接触によるものと推定し

ていることから、当事務所は、原子炉注水や SFP 冷却に係る安全機能

が安易に喪失することのないよう、必要な対策を講ずるよう指導文

書を手交した。 

 

保安検査期間中の日々の運転管理状況については、集中監視室及

び５・６号機中央制御室を含む特定原子力施設の巡視、引継日誌、運

転記録の確認、施設の運転管理状況の聴取等を行った結果、プラント

状況の監視等が適切に実施されていることを確認した。 

 

以上の検査結果から今回の保安検査を総括すると、選定した検査

項目に係る保安活動は概ね良好なものであったと判断する。 
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別表１－４：運転上の制限の逸脱に対する立入検査結果等について 
 

発電所名 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 

運転上の制限を逸

脱した期間 
平成２８年１２月５日１０時３０分～１２月５日１１時００分 

事象の概要 

【件名：常用原子炉注水系において原子炉の冷却に必要な注水量が確保されて

いない】 

平成２８年１２月５日１０時０２分頃、３号機原子炉注水ポンプ（Ｂ）が停止し、

ポンプ（Ａ）も起動しなかったたことから、１０時３０分、事業者は実施計画Ⅲ第１編

第１８条（原子炉注水系）に定める運転上の制限「常用原子炉注水系において、

原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること」を満足できないと判断し、運

転上の制限からの逸脱を宣言した。ポンプ(Ｂ)が停止した原因は、点検作業中の

作業員による操作レバーへの意図しない誤接触によるもの。なお、ポンプ(Ａ)が自動

起動しなかったのは手動停止時には自動起動が解除になる正常動作。 

その後、１０時４０分に現場対応を行う体制を整え、１０時５９分に当該事象発

生時の要求措置として待機中の原子炉注水ポンプ（A）を起動し、これにより必要

な注水量が確保されていることを確認したことから、１１時００分に運転上の制限の

逸脱からの復帰を宣言した。 

確認結果 

原子力規制事務所は１２月５日から１２月７日にかけて３号機原子炉注水系

の立入検査を実施し、事業者が実施計画に従って運転上の制限逸脱時に必要

な措置を講じていることを現場及び記録で確認し、結果は良好と判断した。運転

上の制限を逸脱していた間、３号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器

内温度及び原子炉格納容器ガス管理設備の測定データに著しい変化はな

かった。 
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核燃料施設等に係る保安検査結果報告 

 

別表２－１：平成２８年度第３回保安検査 検査項目及び検査結果 

【加工事業者（１/６)】 

１．事業者名 日本原燃株式会社 

２．事業所名 日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２１日（月）～ １２月９日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 平成２７年度及び平成２８年度保安検査における指摘事項等の対応

状況 

② 教育・訓練の実施状況 

③ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、「平成２７年度及び平成２８年度保安検査における指摘

事項等の対応状況」に関して、保安規定違反となる事項が確認された。 

 

○保安規定違反事項 

平成２７年度第３回保安検査から平成２８年度第２回保安検査にお

ける一連の指摘に関して、根本原因分析に基づく改善提言の評価書が、

不適切な意思決定プロセスによって策定されたものであることを確認

した。 

本件については、保安規定第５条（職務）、第２２条（業務の計画及

び実施）第１項、第２７条（是正処置及び予防処置）第４項の規定に反

していることを確認したことから、保安規定違反と判定する。 

  本件については、組織が速やかにその職務を履行できるよう速やかに

改善を図るよう指摘した。 

また、原子力規制委員会は、平成 28 年 12 月 14 日に日本原燃(株)に

対し核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６７条第

１項の規定に基づく報告徴収命令を発出し、平成29年 1月 30日に日本

原燃(株)から報告がされた。 

 

その他、以下の指摘事項については事業者において必要な対応をすること

となった。 

 

○指摘事項 

監査室は、安全・品質本部及び濃縮事業部の改善活動を検証するため

の検証要領に従い保安活動を実施していたが、前記の不適切なプロセス

及び内容の評価結果を踏まえ、組織がその職務を適切に履行できるよ

う、速やかに改善を図るよう指摘した。 

 

上記の保安規定違反の事項及び指摘事項に対する改善状況については、今

後の保安検査等で確認する。 

 

  

別添２ 
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【加工事業者（２/６)】 

１．事業者名 三菱原子燃料株式会社 

２．事業所名  三菱原子燃料株式会社 

３．検査実施期間 平成２８年１１月１５日（火）～１１月１８日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 運転再開に向けた措置の実施状況 

② 放射性廃棄物の管理状況 

③ 不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる

事項は認められなかった。 
 

【加工事業者（３/６)】 

１．事業者名 原子燃料工業株式会社  

２．事業所名 原子燃料工業株式会社 東海事業所（加工施設） 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２９日（火）～１２月２日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 放射線管理の実施状況 

② 放射性廃棄物管理の実施状況 

③ 火災予防対策の実施状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事

項は認められなかった。 

 

【加工事業者（４/６)】 

１．事業者名 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 

２． 事業所名 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 

３．検査実施期間 平成２８年１２月６日（火）～ １２月９日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 非常時の措置の実施状況 

② 保守管理の実施状況 

③ 不適合管理の実施状況 

④ 周辺監視区域の管理の実施状況（抜き打ち検査） 

⑤ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる

事項は認められなかった。 
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【加工事業者（５/６)】 

１．事業者名 原子燃料工業株式会社 

２．事業所名 原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月１日（木）～ １２月１９日（月） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

①不適合管理の実施状況 

②燃料棒、燃料集合体製造に伴う保安規定の遵守の状況 

③定期自主検査時の負圧異常事象への対応状況 

④事業者自ら改善を申し出た改善状況 

⑤その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、「定期自主検査時の負圧異常事象への対応状況｣について、

保安規定違反となる事項が確認された。 

 

○保安規定違反事項 

１）負圧警報発報時における不適切な対応 

第１種管理区域内における負圧警報発報時の対応について、異常時の

措置及び社外関係機関への報告を直ちに実施すべきところ、これが実施

されていなかったことを確認した。 

本件については、保安規定第４章第５節（異常時の措置）第３６条及び

第１２章（記録及び報告）第９８条第３項の規定に反していることを確認

したことから、保安規定違反と判断する。 

本件については、教育訓練等の必要な対応を図るよう指摘した。 

 

２）工事計画の策定に係る不適切な審査 

監視用負圧計配管口出しに係る工事計画等について、核燃料安全委員

会で審議すべきところ、これが実施されていなかったことを確認した。 

本件については、保安規定第２章第４節（核燃料取扱主任者の職務）第

１９条第１項第９号及び第６章第３節（補修）第６３条第２項の規定に反

していることを確認したことから、保安規定違反と判定する。 

本件については、補修、点検等の実施の確認するとともに、原因究明及

び再発防止等の必要な対応を図るよう指摘した。 

本件については、補修、点検等の実施が適切に行われたかの確認すると

ともに、原因究明及び再発防止等の必要な対応を図るよう指摘した。 

 

その他、以下の指摘事項については事業者において必要な対応をすること

となった。 

 

○指摘事項 

負圧警報検査の作業手順において、負圧を維持するために必要な手順上

の留意事項が欠落していたことが確認された。このことから、問題点を分

析・改善し、再検査するよう指摘した。 

 

上記の保安規定違反及び指摘事項の改善状況については、今後の保安検査

等で確認する。 
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【加工事業者（６/６)】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２１日（月）～ １１月２８日（月） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 非常の場合にとるべき措置の実施状況 

② 保守管理の実施状況 

③ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし  

５．検査結果 保安検査の結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる

事項は認められなかったものの、外部関係機関への情報発信の仕方につい

て、事業者において自主的に改善することとなった。 

・地震時の各施設の点検結果について、外部関係機関へ適時に、適切な情

報発信を行う。 

・統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議システム等）については、専任

の担当者を配置し、暫定運用を開始する。 

 

上記の事業者において改善することとなった事項等に対する改善状況につ

いては、今後の保安検査等で確認する。 
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【再処理事業者（１／２）】 
１．事業者名 日本原燃株式会社 

２．事業所名 日本原燃株式会社 再処理事業所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月７日（月）～ １２月９日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 不適合管理の実施状況に係る検査 

② 教育の実施状況に係る検査 

③ 保守管理の実施状況に係る検査 

④ 使用済み燃料等の管理状況に係る検査 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 検査の結果、「不適合管理の実施状況に係る検査」及び「使用済み燃料等

の管理状況に係る検査」において、保安規定違反事項及び保安規定違反（監

視）事項が確認された。 

 

○保安規定違反事項 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋内のドラム缶から漏えい痕が確認された

ことについて、事実関係を確認したところ、ドラム缶内のビニール袋に

切り込みを入れるという非安全側の管理方法が、当時の担当課独自の判

断で開始され、作業手順書も変更されていること等が確認された。 

本件については、保安規定第８１条（放射性廃棄物管理に係る計画及

び実施）、第８３条（放射性固体廃棄物の保管廃棄の方法等）の規定に

反していることを確認したことから、保安規定違反と判定する。 

 本件については、全ての廃棄物保管容器等の健全性を確認するととも

に、内包する放射性物質の性状、容器等の状況に応じた、必要な安全対

策を速やかに講じるよう指摘した。 

 

○保安規定違反(監視)事項 

一般共同溝の凝縮水配管の更新工事に係る使用前検査において、設計

及び工事の方法の認可申請書と工事実施範囲の不整合が確認されたこと

について、事実関係を確認したところ、設計及び工事の方法の認可申請

書作成プロセスの変更に係るＱＭＳ上の必要な見直しの検討がなされな

かったこと等を確認した。 

本件については、保安規定第４条の３（品質保証計画）、第１０条（業

務の計画及び実施）、第１１条（再処理施設の設計）、第１２０条（力

量、認識及び教育・訓練）の規定に反していることを確認したことから、

保安規定違反と判定する。ただし、実際の工事は適切な設計図書に基づ

いて施工され、安全上、直ちに影響を及ぼすものではないことから保安

規定違反（監視）と判定する。 

本件については、原因究明、再発防止を行うとともに、教育訓練、管

理方法の見直し等を図るよう指摘した。 

 

その他、以下の指摘事項については事業者において必要な対応がとられる

こととなった。 

 

○指摘事項 

１) 施設内での工事に伴う既設設備等への影響について 
許可事項等への認識・知識が不足していることに伴い、十分な安全

対策等の検討が行われていなかったことを確認した。既設設備への影

響が十分考慮されていないものがないか早急に調査し、改善を図るこ

と。また、工事を行う上で必要な知識等について整理を行うよう指摘

した。 
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２）室及びグローブボックスにおける核燃料物質の管理について 

使用予定のない核燃料物質が、貯蔵されることなく、長期間に渡っ

てグローブボックスに保管されていることを確認した。このことから、

貯蔵施設で適切に貯蔵すること及び教育等を行うよう指摘した。 

 

上記の保安規定違反、保安規定違反（監視）及び指摘事項に対する改善状

況については、今後の保安検査等で確認する。 
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【再処理事業者（２／２）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 核燃料サイクル工学研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２８日（月）～１２月１６日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 運転管理の実施方法 

② 保守管理の実施方法 

③ 東海再処理施設の廃止に向けた計画等の検討状況 

④ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、「運転管理の実施方法」に関して、保安規定違反（監視）

となる事象が確認された。 

 

○保安規定違反(監視)の事項 

１）ガラス原料供給設備の不具合に係る不適合管理の不履行 

ガラス原料の押し込み不具合に対して、保安規定に基づき特別採用

の手続きを経て、運転を継続すべきところ、これを講じておらず運転

を継続したことを確認した。 

本件については、保安規定第５１条の１０（２）（不適合管理）の規

定に反していることを確認したが、ガラス原料供給設備は保安上重要

な設備ではないため、安全上、直ちに影響を及ぼすものではないこと

から保安規定違反（監視）と判定する。 

本件については、原因究明、再発防止等の必要な対応をとるよう指

摘した。 

 

２）ガラス原料供給設備における故障表示発生時の記録の保存に係る不

履行 

ガラス原料の押し込み不具合に関して、工程制御装置に故障表示が

されたもののその一部を記録していないことを確認した。 

本件については、保安規定第１１５条の４（５）の規定に反してい

ることを確認したが、事象発生後、監視強化するとともに、現場から

担当課長に適宜報告がなされていることを確認したため、安全上、直

ちに影響を及ぼすものではないことから保安規定違反（監視）と判定

する。 

本件については、原因究明、再発防止等の必要な対応をとるよう指

摘した。 

 

その他、以下の指摘事項については事業者において必要な対応をすること

となった。 

 

○指摘事項 

１）ガラス原料供給設備おける補修・改造に係る対応について  

ＴＶＦのガラス原料供給のための装置において、ガラスの押し込み棒

と原料コンテナの容器とが干渉た事象に対し、製作に係る計画の策定、

設計のレビュー等の必要な手続きを行うよう指摘した。 

 

２）不適合管理について 

ガラス原料供給系の設備の不具合やモニタリングポストにおける雨水

侵入の事象などについて、速やかに不適合管理されていない事案が確認
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されたことから、計画外事象が確認された場合には、組織的に対応する

よう指摘した。 

 

３）安全・核セキュリティ統括部の役割・機能について 

原子力科学研究所の保安検査における指摘事項に対して、安全・核セ

キュリティ統括部が実施した水平展開について、指示内容が明確でなか

ったこと、調査結果の確認が受け身的であり、状況把握が十分出来てい

ないことが確認された。このことから、不適合や保安検査における指摘

事項等の水平展開については、その主旨を正確に伝え、具体的な指示を

行うともに、自らが主体的に活動を実施するよう指摘した。 

 

４）ガラス原料供給措置の圧空作動装置用の電磁弁の交換について 

ガラス原料供給措置の圧空作動装置用の電磁弁の交換に係る進捗管

理等において、一連の進捗管理やＱＭＳ上の文書管理等に明確でない

点や不整合があることが、確認されたことから、必要な改善を図るよ

う指摘した。 

 

５）濃縮ウラン溶解槽のバレル部へのクレーン吊具の落下について 

本保安検査期間中に濃縮ウラン溶解槽のバレル部へ吊具が落下する

事象が発生したことから、必要な改善を図るよう指摘した。 

 

６）核燃料物質の管理について 

使用予定のない核燃料物質が、貯蔵又は廃棄することなく、長期間に

渡って使用中と称して使用施設内のセルやグローブボックス等に保管さ

れていることを確認した。このことから、貯蔵施設又は廃棄施設へ適切

に貯蔵又は廃棄すること及び関係者への教育等を行うよう指摘した。 

  

上記の保安規定違反(監視)事項及びその他の指摘事項の改善状況について

は、今後の保安検査等で確認する。 
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【使用者（１／１１）】 

１．事業者名 ニュークリア・デベロップメント株式会社 

２．事業所名 ニュークリア・デベロップメント株式会社 

３．検査実施期間 平成２８年１２月１２日（月）～１２月１６日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 施設・設備の操作に係る管理状況 
② 警報設備の維持及び運用管理の実施状況 

③ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認め

られなかった。 

なお、平成２８年度第３回保安検査において他事業者で確認されたセル、

グローブボックス等での核燃料物質の管理等の水平展開として、核燃料物質

の管理状況について検査を実施ところ、使用予定のない核燃料物質が、長期

間に渡って使用中と称して使用施設内のセル等に保管されていることを確認

した。 

このことから、貯蔵施設又は廃棄施設へ適切に貯蔵又は廃棄すること及び

関係者への教育等を行うよう指摘した。 

 

上記の指摘事項に対する改善状況については、今後の保安検査等で確認す

る。 
 

【使用者（２／１１）】 

１．事業者名 日本核燃料開発株式会社 

２．事業所名 日本核燃料開発株式会社 

３．検査実施期間 平成２８年１２月５日（月）～１２月６日（火） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 運転管理の実施状況 

② 異常時の措置等の実施状況 

③ その他必要な事項 
（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる

事項は認められなかった。 

 

  



 

60 

【使用者（３／１１）】 

１．事業者名 株式会社東芝 

２．事業所名 株式会社東芝 原子力技術研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月６日（火） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 教育・訓練 

② 放射線管理 

③ 放射線測定 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認められな

かった。 
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【使用者（４／１１）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月１４日（月）～ １２月２日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 核燃料物質使用管理の実施状況 

② 第２回保安検査での指摘事項の対応状況 

③ 保安検査における改善事項の実施状況 
（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、「核燃料使用管理の実施状況」に関して、保安規定違反

（監視）事項が確認された。 

 

○保安規定違反（監視）事項 

廃棄物安全試験施設における核燃料物質の使用上の制限に係る表示に

ついて、数量は表示されているものの、その数量に係る注釈（具体的な

性状等の取り扱い条件）が表示されていないことを確認した。 

本件については、保安規定第８編第５条（使用施設の使用上の制限）

第２項の規定に反していることを確認したことから、保安規定違反（監

視）と判定する。 

本件については、原因究明、再発防止等の必要な措置を図るよう指摘

した。 

 

その他、以下の指摘事項については事業者において必要な対応がとられる

こととなった。 

 

○指摘事項 

１）セル等における核燃料物質の管理について 

使用予定のない核燃料物質が、貯蔵又は廃棄することなく、長期間

に渡って使用中と称して使用施設内のセルやグローブボックス等に保

管されていることを確認した。このことから、貯蔵施設又は廃棄施設

へ適切に貯蔵又は廃棄すること及び関係者への教育等を行うよう指摘

した。 

 

２）福島技術開発試験部長及び保安管理部の役割・機能について 

福島技術開発試験部長は、保安規定違反の疑義等が生じているにも係

わらず、現場実態を把握していないことが確認された。また、保安管理

部は自ら現場の実態を把握ための改善が未だ十分ではないことを確認

した。このことから保安検査において自ら改善するとしていた事項につ

いて改善を図り、責任をもって取り組むよう指摘した。 

 

上記の保安規定違反(監視)事項及び指摘事項の改善状況については、今後

の保安検査等で確認する。 
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【使用者（５／１１）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月７日（水）～１２月１２日（月） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況

を確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 運転管理の実施状況 

② 保守管理の実施状況 

③ 保安検査における改善事項の実施状況 

④ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査の結果、「核燃料使用管理の実施状況」に関して、保安規定違反

（監視）事項が確認された。 

 

○保安規定違反（監視）事項 

プルトニウム燃料第一開発室、プルトニウム燃料第二開発室及びプル

トニウム燃料第三開発室における核燃料物質の使用上の制限に係る表

示について、数量は表示されているものの、その数量に係る注釈（具体

的な性状等の取り扱い条件）が表示されていないことを確認した。 

本件については、保安規定第Ⅲ編第７条（臨界管理ユニットに係る制

限量等の表示）の規定に反していることを確認したことから、保安規定

違反（監視）と判定する。 

本件については、原因究明、再発防止等の必要な措置を図るよう指摘

した。 

 

その他、以下の指摘事項については事業者において必要な対応がとられる

こととなった。 

 

○指摘事項 

１）セル等における核燃料物質の管理について 

使用予定のない核燃料物質が、貯蔵又は廃棄することなく、長期間

に渡って使用中と称して使用施設内のセルやグローブボックス等に

保管されていることを確認した。このことから、貯蔵施設又は廃棄施

設へ適切に貯蔵又は廃棄すること及び関係者への教育等を行うよう

指摘した。 

 

２）安全・核セキュリティ統括部の役割・機能について 

安全・核セキュリティ統括部（以下、「安核部」という。）は、原子

力科学研究所の平成２８年度第３回保安検査の結果として、原子力規制

庁から指摘を受けた事項に対して、水平展開（１１月１７日及び１１月

２９日に調査指示等）を実施した。 

保安検査において、安核部の実施した水平展開は、指示内容が明確で

なかったこと、また、調査結果の確認が受け身的であり、状況把握が十

分出来ていないことが確認された。 

 

上記の保安規定違反(監視)事項及び指摘事項の改善状況については、今後

の保安検査等で確認する。 
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【使用者（６／１１）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究開発センター（北地区） 

３．検査実施期間 平成２８年１１月８日（火）～１１月１４日（月） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 組織及び職務等に係る改善の検討状況 

② 運転管理の実施状況 

③ 排気筒の取替えが完了するまでの施設管理状況 

④ 南地区の保安検査を踏まえた改善事項の実施状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査期間内において保安検査を行った範囲において保安規定違反の事

項は認められなかったが、今回の保安検査の過程で確認された事実を踏まえ

て、事業者において改善することとなった事項は次のとおり。 

 

○組織及び職務等の改善について 

品質保証推進委員会は、進捗状況のみならず、実施内容と課題の有無

を確認するため、実施結果の妥当性、計画の見直しの必要性等について

も確認する等、必要な改善を実施する。 

 

○大洗研究開発センター（南地区）平成２８年度第２回保安検査結果を踏

まえた力量評価基準の改善について 

保安検査結果の不適合管理について、品質保証推進委員会及び不適合

管理分科会を改善するための事項を抽出し、改善を実施する。 

 

上記の事業者において改善することとなった事項に対する改善状況につい

ては、今後の保安検査等で確認する。 
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【使用者（７／１１）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究開発センター（南地区） 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２１日（月）～１１月２５日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 組織及び職務等に係る改善の検討状況 

② 運転管理の実施状況 

③ 保安検査における改善事項の実施状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査期間内において保安検査を行った範囲において保安規定違反の事

項は認められなかったが、今回の保安検査の過程で確認された事実を踏まえ

て、事業者において改善することとなった事項は次のとおり。 

 

○組織及び職務等の改善について 

品質保証推進委員会は、進捗状況のみならず、実施内容と課題の有無

を確認するため、実施結果の妥当性、計画の見直しの必要性等について

も確認する等、必要な改善を実施する。 

 

○大洗研究開発センター（南地区）平成２８年度第２回保安検査結果及び

同センター（北地区）の平成２８年度第３回保安検査結果を踏まえた力

量評価基準の改善について 

保安検査結果の不適合管理について、品質保証推進委員会及び不適合

管理分科会を改善するための事項を抽出し、改善を実施する。 

 

上記の事業者において改善することとなった事項に対する改善状況につい

ては、今後の保安検査等で確認する。 
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【使用者（８／１１）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２１日（月）～ １１月２８日（月） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 非常の場合に採るべき措置の実施状況 

② 保守管理の実施状況 

③ その他必要な事項 

（２） 追加検査項目 

  なし 

５．検査結果 保安検査期間内において保安検査を行った範囲においては、保安規定違反

となる事項は認められなかったものの、今回の保安検査の過程で確認された

事実を踏まえて、事業者において改善することとなった事項は次の通り。 

・地震時の各施設の点検結果について、外部関係機関へ適時に、適切な情

報発信を行う。 

・統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議システム等）については、専任

の担当者を配置し、暫定運用を開始する。 

 

上記の事業者において改善することとなった事項に対する改善状況につい

ては、今後の保安検査等で確認する。 

 

【使用者（９／１１）】 

１．事業者名 公益財団法人核物質管理センター 

２．事業所名 公益財団法人核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター  

３．検査実施期間 平成２８年１２月１５日（木）～ １２月１６日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１）基本検査項目 

① 保守管理の実施状況について 

② 各部署の品質目標の進捗管理に係る改善状況について 

③ 緊急作業従事者の選定について 

④ その他必要な事項 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認め

られなかった。 

なお、平成２８年度第３回保安検査において他事業者で確認されたセル、

グローブボックス等での核燃料物質の管理等の水平展開として、核燃料物質

の管理状況について検査を実施したところ、使用予定のない核燃料物質が、

長期間に渡って使用中と称して使用施設内のグローブボックス等に保管され

ていることを確認した。 

このことから、適切に貯蔵施設に貯蔵又は日本原燃株式会社に払い出すこ

と及び関係者への教育等を行うよう指摘した。 

 

上記の指摘事項に対する改善状況については、今後の保安検査等で確認す

る。 
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【使用者（１０／１１）】 

１．事業者名 公益財団法人核物質管理センター 

２．事業所名 公益財団法人核物質管理センター 東海保障措置センター 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２日（水） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１） 基本検査項目 

① 不適合管理の実施状況 

② 保安上特に管理を必要とする設備の維持及び運用管理の実施状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認め

られなかった。 

 

【使用者（１１／１１）】 

１．事業者名 国立大学法人京都大学 

２．事業所名 京都大学原子炉実験所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月９日（金） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について保安規定の遵守状況を

確認した。 

（１）基本検査項目 

①非常時の措置の実施状況 

②文書及び記録の管理の実施状況 

③核燃料物質管理の実施状況 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認められな

かった。 
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【廃棄物埋設事業者（１／２）】 

１．事業者名 日本原燃株式会社 

２．事業所名 日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月１４日（月）～１１月１６日（水） 

４．検査項目 今回の検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係

者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している

運転管理状況の聴取、記録確認、廃棄物埋設施設の巡視等についても保安検

査として実施した。 

（１） 基本検査項目 

① 不適合管理の実施状況 

② 非常時等の措置に係る保安活動の実施状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 検査の結果、不適合管理の実施状況において、平成２８年８月第３週及び

同年９月第１週に実施した廃棄物埋設施設の巡視及び点検の状況に係る記

録が未作成であるという、保安規定違反（監視）が確認された。巡視・点検

を行った者が記録を作成していなかったことは問題であるものの、他の記録

により巡視及び点検が実施されていたため監視と判断し、事業者に対して、

速やかに原因を分析し、再発防止を図ることを指摘した。 

上記の保安規定違反以外の各検査項目については、保安規定に基づき保安

活動が実施されており、保安規定違反となる項目は認められなかった。 

今回の保安検査では以下の気付き事項があり、今後、事業者において改善

が実施されることとなった。これらの改善については次回以降の保安検査等

でその改善状況を確認することとする。 

・巡視・点検は、チェックシートや点検記録表に基づき実施されているも

のの、点検対象や点検項目が整合してないこと、点検手順が明文化され

ていないことが確認されたため、巡視・点検は施設の安全を担保する保

安活動であることの重要性を再認識した上で改善を図る。 

・埋設事業部において、ＣＯＲＡＰ会合を導入する等の不適合管理の仕組

みの改善を行っているものの、原子力安全への影響が軽微な不適合につ

いては保安活動における品質保証を総括する品質保証課長の関与がな

いまま次のプロセスへのリリースが行われていることが原因で、適切に

不適合管理が実施されていない事例が確認されたことから、不適合事象

に対してリリースポイントで品質保証課長を関与させる。 

・平成２７年度第４回保安検査の気付き事項に対する対応のうち、 必要な

手順書の有効性確認及び見直しを行わないまま要素訓練を行っている

こと、異常時等における第１種管理区域の設定やその後の放射線管理手

順と、現場対応を行う班の手順書との連携を確認していないこと及び 

埋設事業部における訓練の実施状況及びアクションプランによる改善

状況に係るチェックが事業部全体として共有できていないこと。 
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【廃棄物埋設事業者（２／２）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

３．検査実施日 平成２８年１２月８日（木） 

４．検査項目 今回の検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係

者への質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、管理状況の聴

取、記録確認、埋設保全区域の巡視等についても保安検査として実施した。 

（１）基本検査項目 

①不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

②埋設保全区域の管理状況 

（２）追加検査項目 

  なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、「不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状

況」及び「埋設保全区域の管理状況」を検査項目として検査を実施した。 

検査の結果、各検査項目について、保安規定に基づき保安活動が実施されて

おり、検査を実施した範囲においては保安規定違反となる事項は認められなか

った。 
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【廃棄物管理事業者（１／２）】 

１．事業者名 日本原燃株式会社 

２．事業所名 日本原燃株式会社 再処理事業所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月１２日（月）～１２月１４日（水） 

４．検査項目 今回の検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係

者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している

運転管理状況の聴取、記録確認、廃棄物管理施設の巡視等についても保安検

査として実施した。 

（１） 基本検査項目 

① 非常時等の措置に係る検査 

② 廃棄物管理施設の操作及びガラス固化体の管理に係る検査 

③ 平成２８年度第２回保安検査における指摘事項等の対応状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 検査の結果、各検査項目については、保安規定に基づき保安活動が実施さ

れており、保安規定違反となる項目は認められなかったものの、主に以下に

示す事項について、事業者において必要な対応が取られることとなった。 

○総合訓練において、過去に実施した訓練の反省事項のフォローアップが

実施されていたものの、フォローアップを行うための管理ツールであ

る、反省事項管理表の管理状況について、直近の訓練の反省事項を反省

事項管理表に取り込む手続が未完了であったこと、個別の反省事項のう

ち対応完了とされているものについて、対応が完了していないと思われ

るものが含まれていること等について、本年度の総合訓練時までには改

善を図ること。 

○各課で実施する教育や訓練と総合訓練の連携について、実施している訓

練の現状把握や整理など、連携を検討するための準備が行われているこ

とを確認できたが、連携のための具体的な方策等のアウトプットを得る

に至っていない状況であるため、引き続き連携について検討を進めるこ

と。 
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【廃棄物管理事業者（２／２）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター 

３．検査実施期間 平成２８年１２月１４日（月）～１２月１６日（金） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設

の立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への質問により保安検査を

実施した。 

（１） 基本検査項目 

① 保守管理の実施状況 

② 保安訓練の実施状況 

③ ドラム缶型廃棄物パッケージからのアスファルト漏えい事象の対応

状況 

④ 保安規定違反（監視）に関する対応状況 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 検査の結果、検査を実施した範囲内においては、保安規定違反となる事

項は認められなかったものの、以下の指摘事項について、今後の保安検査

で対応状況を確認していくこととした。 

①保全計画の作成及び改定について、以下の事項が確認されたことか

ら、経年変化を考慮する等、本来の目的が達成されるよう必要な改善

を行うこと。 

・廃棄物管理課では、各担当チームでの保全項目に対する検討会議等

の議事録が残されておらず、検討状況が不明確である。 

・廃棄物管理課では、保全計画を見直す場合の条件等が明示されてお

らず、慣例として設工認申請を要すると思われる事及び複数年度に

わたり予算措置が必要な事以外は年度途中の見直しを行っていな

い。 

・放射線管理第２課では、保全計画の二次文書「運転及び保守の管理

要領」にて「設備の重要度に応じて経年変化を考慮する」と定められ

ていることから、廃棄物管理課と比較して、中長期的観点からの項目

は限定的であり、実質的に単年度の短期的な計画となっている。 

②保安規定第９９条及び二次文書「保守管理要領」に従って実施する補

修作業に対し、「許認可申請書・外部報告書等における管理手順書要

領」に規定するチェックシートにおいて許認可申請の要否を判断する

こととなっているが、当該チェックシートを作成するのは、設工認申

請が「要」と判断される重要度分類及びそれに準ずる設備に限定され

ているため、許認可申請のうち設工認申請の要否を判断するという目

的が当該チェックシートでは果たせていないので、これらについて必

要な改善を行うこと。 

③アスファルト漏えい事象に関する、原因究明から腐食したドラム缶の

補修及び保管環境改善等の一連の活動について、前回までの保安検査

において、大洗研究開発センター全体として取り組むことを同センタ

ー所長（以下「所長」という。）への聴き取りにて確認しているもの

の、固体集積保管場Ⅱ、Ⅲにおける除湿器の設置等に関する重要な情

報が、所長と環境保全部の間で十分に共有されていないことが確認さ

れたことから、これらの活動に関して組織として取り組むよう必要な

改善を行うこと。 
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【試験研究用等原子炉設置者（１／６）】 

１．事業者名 株式会社東芝 

２．事業所名 株式会社東芝 原子力技術研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月６日（火）～１２月７日（水） 

４．検査項目 今回の検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係

者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している

運転管理状況の聴取、記録確認、試験研究用原子炉施設の巡視等についても

保安検査として実施した。 

（１）保安検査項目 

① 放射線管理 

② 燃料管理 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は認められなかっ

た。 

 

【試験研究用等原子炉設置者（２／６）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 原子力科学研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月１４日（月）～１１月１７日（木） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設へ

の立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への聴取により保安検査を実

施した。 

（１）保安検査項目 

① 原子炉プール・ライニング及び水平実験孔設備の維持管理 

② 第２回保安検査での指摘事項の対応 

③ 保安検査における改善事項 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は認められなかっ

た。なお、事業者が自ら実施する自主検査要領等の見直し及び不適合事象

に係る対応については、引き続き保安検査等で改善状況を確認する。 
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【試験研究用等原子炉設置者（３／６）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 大洗研究開発センター（北地区） 

３．検査実施期間 平成２８年１１月８日（火）～１１月１４日（月） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、記録書

類などの物件の検査、関係者への質問により保安検査を実施した。 

（１）保安検査項目 

① 組織及び職務等に係る改善の検討状況 

② 南地区の保安検査を踏まえた改善事項の実施状況 

③ 運転管理の実施状況  

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査において保安規定違反は認められなかった。なお、検査の

過程で確認された事実を踏まえて、事業者において以下の事項について自

主的に改善することとなった。 

○組織及び職務等の改善について 

品質保証推進委員会は、進捗状況のみならず、実施内容と課題の有

無を確認するため、実施結果の妥当性、計画の見直しの必要性等につ

いても確認する等、必要な改善を実施する。 

○力量評価基準の改善について 

保安検査結果の不適合管理について、品質保証推進委員会及び不適

合管理分科会を改善するための事項を抽出し、改善を実施する。 

上記の事業者において改善することとなった事項等に対する改善状況に

ついては、今後の保安検査等で確認する。 

 

【試験研究用等原子炉設置者（４／６）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 大洗研究開発センター（南地区） 

３．検査実施期間 平成２８年１１月３０日（水）～１２月１日（木） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、記録

書類などの物件の検査、関係者への質問により保安検査を実施した。 

（１）保安検査項目 

① 運転管理の実施状況 

② 非常時の措置等について 

（２）追加検査項目 

   なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は、認められなか

った。 
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【試験研究用等原子炉設置者（５／６）】 

１．事業者名 学校法人近畿大学 

２．事業所名 近畿大学原子力研究所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月７日（水）～８日（木） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設

への立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への聴取により、保安規

定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している原子炉施設の巡視等

についても保安検査として実施した。 

（１）  保安検査項目 

①新規制基準への対応状況 

②保守管理 

③非常事態教育訓練 

④緊急作業従事者の選定 

⑤マネジメントレビュー 
（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は認められなかっ

た。なお、「新規制基準への対応状況」については、保安規定（平成２８

年９月２０日施行）の変更された条文に対する下位文書への展開が不十分

であることが確認されたことから、以下のとおり指摘し、改善状況を今後

の保安検査等で確認することとする。 

○指摘事項 

・運転計画及び運転許可において、排風機及び排気モニタが正しく運転

されていることを運転の条件としていることについて、「原子炉運転

者管理要領」等において、当該点検の手順等を定めること。（第１５

条関係） 

・ペリオド計のバイパスにおいて、原子炉管理班長は、運転責任者に対

し、ペリオド計のバイパスを許可することができると記載しているこ

とについて、具体的な手順を定めること。（第２６条関係） 

・異常時として警報設備が作動した場合、商用電源が喪失した場合、原

子炉施設で運転中異常を発見し手動スクラムした場合等８項目につい

て原子炉停止を含む必要な措置を講じるとしていることについて、個

々に原子炉を停止するか、個々でどのような措置を講ずるか等、具体

的な手順等を定めること。（第２７条関係） 

・火災発生時の措置において、直接放水以外の方法を優先的に実施する

としていることについて、放水要領等の具体的な手順を定めること。

（第２９条の５関係） 

・関係機関への通報において、本部長は、本部の設置に関し、関係機関

へ通報するとあるが、原子力規制庁事故対処室及び熊取原子力規制事

務所への通報連絡、また、その他の外部組織に対する通報連絡につい

て、具体的な手順を定めること。（第７９条関係） 

・不適合管理において、所長が実施責任者であることを踏まえ、不適合

管理規則において、所長の責任について定めること。（第９２条の２

関係） 

・故障等の報告において、漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量の

ときは報告対象から除くとしていることについて、具体的な判断基準

等を定めること。（第１０１条関係） 

 

また、保安検査実施期間中の運転管理状況については、施設の巡視等を

行った範囲において、特に問題がないことを確認した。 
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【試験研究用等原子炉設置者（６／６）】 

１．事業者名 国立大学法人京都大学 

２．事業所名 京都大学原子炉実験所 

３．検査実施期間 平成２８年１２月５日（月）～１２月６日（火） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設

への立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への聴取により保安規定

の遵守状況を確認するとともに、日々実施している原子炉施設の巡視等に

ついても保安検査として実施した。 

（１）保安検査項目 

①異常時又は非常時の場合の措置 

②外部火災防護措置 

③その他保安規定の変更に係る保安遵守体制 

④改造工事に係る品質管理の状況 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は認められなかっ

た。なお、「異常時又は非常の場合の処置」、「外部火災防護措置」及び「その

他保安規定変更に関わる遵守体制の確立状況」において、平成２８年９月７日

付けで改訂施行された保安規定に対する下位文書への展開が不十分である

ことが確認されたことから、以下のとおり指摘し、改善状況を今後の保安検

査等で確認することとする。 

○指摘事項 

・運転計画に関して、運転計画の承認にあたり、変更された保安規定別表第

２（主な核的制限値）、別表第２の２（炉心配置の制限事項）に掲げる炉心

配置その他の制限値を満たしていることの管理手順の変更を下位文書で

ある「保安指示書｣に追記すること。（第５９条関連） 

・保安規定別表第９の警報作動条件が変更になっていることから、｢保安指示

書Ⅱ－１９（警報の処置）｣においても整合を図ること。（第７４条関係） 

・異常時の自主的な運転停止、異常の拡大防止において、異常の拡大防止

に当たって、危険時には「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等

に関する規則」第１７条（危険時の措置）に基づき、核燃料物質を安全な場

所に移す余裕がある場合は移す等の措置をとるとしていることについて、

具体的な措置内容、手順等を定めること。（第７８条関係） 

・中性子発生装置の使用において、「保安指示書」に未臨界体系で使用する

ことなど保安規定で追加された使用条件を反映すること。また、これに伴い

中性子発生装置の運転におけるビーム隔離弁の使用の手順等について

必要な修正を検討すること。（第９２条関係） 

・物品の持ち込みで、内部火災の発生防止のため、易燃性物品の持ち込み

を原子炉室の入り口で管理することとしているが、持ち込み量、持ち込み

種類、持ち込み期間等を管理する手順を定めること。（第９３条の２関係） 

 

また、保安検査実施期間中の運転管理状況については、施設の巡視等を行

った範囲において、特に問題がないことを確認した。 
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【発電用原子炉設置者（廃止措置中のもの）（１／２）】 

１．原子炉設置者名 日本原子力発電株式会社 

２．事業所名 日本原子力発電株式会社 東海発電所 

３．検査実施期間 平成２８年１１月１４日（月）～１１月１８日（金） 

４．検査項目  原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設の

立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への質問により保安検査を実施

した。 

（１） 基本検査項目 

① 廃止措置管理の実施状況 

② 原子力防災活動の実施状況 

③ 安全文化醸成活動の実施状況 

④ 放射性物質として扱う必要のない物の管理状況の確認(抜き打ち検

査項目) 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、「廃止措置管理の実施状況」等を検査項目とし

て検査を実施した。 

検査の結果、各検査項目については、保安規定に基づき保安活動が適切に

実施されており保安規定違反となる事項は認められなかった。 

保安検査実施期間中の管理状況については、発電用原子炉設置者からの聴

取、記録の確認、施設の巡視等を行った結果、検査を行った範囲においては、

特段問題がないことを確認した。 

 

【発電用原子炉設置者（廃止措置中のもの）（２／２）】 

１．原子炉設置者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん） 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２１日（月）～１１月２５日（金） 

４．検査項目  原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設の

立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への質問により、保安検査を実

施した。 

（１）基本検査項目 

①不適合管理等の実施状況 

②放射性液体廃棄物に係る放出管理及び保守管理の実施状況 

③交替勤務者の確保及び引継ぎ等の実施状況（抜き打ち検査） 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の検査においては、不適合管理等の実施状況等を検査項目として検査

を実施し、保安検査実施期間中の日々の廃止措置管理状況についても、事業

者から管理状況の聴取及び記録の確認、中央制御室の巡視等を行った。 

検査の結果、各検査項目について、保安規定に基づいて保安活動が実施さ

れており、検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認めら

れなかった。 

なお、保安検査終了後に提出された保守管理に係る記録の不適切な修正に

ついては、原子力規制委員会から調査、原因究明及び再発防止対策を求める

指導文書を日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）宛に発出

しており、原子力機構からの報告に基づき、改善状況を今後の保安検査等で

確認することとする。 
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【試験研究用等原子炉設置者（廃止措置中のもの）（１／５）】 

１．事業者名 立教大学 

２．事業所名 立教大学原子力研究所 立教大学研究用原子炉 
３．検査実施期間 平成２８年１１月９日（水） 

４．検査項目 今回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検

査、関係者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実

施している運転管理状況の聴取、記録確認、廃止措置中施設の巡視等につ

いても保安検査として実施した。 
（検査項目） 

① 保守管理の実施状況 
②  放射性固体廃棄物の管理の実施状況（抜き打ち検査） 

（追加検査項目） 
 なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、「保守管理の実施状況」及び「放射性固体廃

棄物の管理の実施状況（抜き打ち検査）」について、立入り、物件検査、関

係者質問により検査を実施した。 

検査の結果、各検査項目については、保安規定に基づき、保安活動が適

切に実施されており、保安規定違反となる事項は認められなかった。 

 

【試験研究用等原子炉設置者（廃止措置中のもの）（２／５）】 

１．事業者名 国立大学法人東京大学 

２．事業所名 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 

３．検査実施期間 平成２８年１２月２１日（水） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、施設の

立入り、記録書類などの物件の検査、関係者への質問により、保安検査を実

施した。 

（１） 基本検査項目 

① マネジメントレビューの実施状況 

② 放射性廃棄物管理の実施状況（抜き打ち検査） 

（２）追加検査項目 

  なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は認められなかっ

た。 
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【試験研究用等原子炉設置者（廃止措置中のもの）（３／５）】 

１．事業者名 株式会社日立製作所 

２．事業所名 株式会社日立製作所王禅寺センタ 

３．検査実施期間 平成２８年１１月２９日（火） 

４．検査項目 今回の検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係

者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している

運転管理状況の聴取、記録確認、廃止措置中施設の巡視等についても保安検

査として実施した。 

（１）保安検査項目 

① 保守管理 

② 放射線管理 

③ 保安・品質保証教育及び保安訓練（抜き打ち検査） 

（２）追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の保安検査においては、「保守管理」、「放射線管理」及び「保安・

品質保証教育及び保安訓練」を検査項目として検査を実施した。 

その結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項

は認められなかった。 

 

【試験研究用等原子炉設置者（廃止措置中のもの）（４／５）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 大洗研究開発センター（南地区） 

（重水臨界実験装置に限る） 

３．検査実施期間 平成２８年１２月１日（木） 

４．検査項目 原子力保安検査官が、保安規定に基づく保安活動の状況について、記録

書類などの物件の検査、関係者への質問により保安検査を実施した。 

（１） 保安検査項目 

① 放射線管理の実施状況 

② 核燃料物質の貯蔵管理について（抜き打ち検査） 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果の概要 今回の保安検査においては、保安規定違反となる事項は認められなかっ

た。 
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【試験研究用等原子炉設置者（廃止措置中のもの）（５／５）】 

１．事業者名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

２．事業所名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センター 

３．検査実施期間 平成２８年１２月１２日（月）～１４日（水） 

４．検査項目 今回の検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者

質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転

管理状況の聴取、記録確認、施設の巡視等についても保安検査として実施した。 

（１） 基本検査項目(下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

① 施設の保守管理の実施状況に係る検査 

② 放射性廃棄物の保守管理の実施状況に係る検査 

③ 保安教育実施状況の不備（監視）に係る改善状況に係る検査 

④ 非常時の処置の実施状況に係る検査（抜き打ち検査） 

（２） 追加検査項目 

なし 

５．検査結果 今回の検査においては、「施設の保守管理の実施状況に係る検査」等を基本

検査項目として選定し、検査を実施した。 

検査の結果、各検査項目について、保安規定に基づき保安活動が実施され、

今回検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事項は認められなか

った。 

なお、「保安教育実施状況の不備（監視）に係る改善状況」については、

不適合管理を行い、是正処置として、他の規定等に基づく教育と分離する

手順を規定するとともに「保安教育実施マニュアル」を制定し、計画策定

からセンター所長への報告までの一連の活動に係る仕組みを構築する等、

再発防止を含め確立していることを確認したことから、本事案に対する保

安検査による確認は今回をもって終了することとする。 
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別表２－２：保安規定違反（監視を含む）について 
 

事業所 件数 保安規定違反（監視を含む）の概要 

日本原燃株式会

社 再処理事業

所 再処理施設 

２件 【件名 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋における放射性廃棄物の不適切

な管理】 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋内のドラム缶から漏えい痕が確認され

たことについて、事実関係の確認等を行った結果、以下の点が確認さ

れた。 

・当該ドラム缶の内容物である廃活性炭は、水分を含有していること

を考慮し、ビニール袋に封入後、ステンレス製ドラム缶に保管する

こととしていたところ、漏えい痕の確認されたドラム缶内部を確認

した結果、当初計画とは異なった不適切な保管状況（ビニール袋上

部に切り込み）であった。 

・当該状態に至った経緯等を確認したところ、ドラム缶内のビニール

袋に切り込みを入れるという非安全側の管理方法は、当時の担当課

独自の判断で開始され、委託作業に係る作業手順書も変更されてい

た。 

・また、当該事項に係る管理方法に関する知識が不足しており、ドラム

缶封入作業の委託を開始した時点等において、切り込みを入れるリ

スクを検討し、当該内容を改善する機会があったにも関わらず、そ

れがなされてこなかった。 
 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。   

・第８１条 放射性廃棄物管理に係る計画及び実施 

 ・第８３条 放射性固体廃棄物の保管廃棄の方法等 

 

上記のことから、本件については、保安規定違反と判定する。 

【件名 設計及び工事の方法の認可申請書と工事実施範囲の不整合

（申請書作成プロセスの不備）】 

一般共同溝の凝縮水配管の更新工事に係る使用前検査において、設

計及び工事の方法の認可申請書（以下「設工認申請書」という。）と工

事実施範囲に不整合（溶接線一つ分ずれた範囲を更新）が確認された

ことから、その実施プロセスを保安規定に定める品質マネジメントシ

ステムの観点から検査した。 

 

・既認可の設工認申請書の図面において、実際の工事範囲と異なる

記載が見つかった。 

・設工認申請書は、建設時から基本的にメーカが作成し、事業者が確

認しており、手順等の整備もなされていたが、今回、問題が確認さ

れた工事については、事業者自らが申請書を作成しており、申請

書作成プロセスの変更に係るＱＭＳ上の必要な見直しの検討がな

されるべきであったが、実施されていなかった。 

・申請書作成に当たっての確認プロセスが明確化されず、申請書作

成者の力量管理やチェック機能も十分に働いていない等、不適切

な管理体制の下、設工認申請書の作成が行われていた。特に、認可

申請手続き等を統一的に関与すべき許認可業務課等が十分な管理

機能を果たせていなかった。 
 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。   

・第４条の３  品質保証計画 

 ・第１０条   業務の計画及び実施 

・第１１条   再処理施設の設計 
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・第１２０条  力量、認識及び教育・訓練 

 

上記のことから、本件については、保安規定違反（監視）と判定す

る。 

日本原燃株式会

社 濃縮・埋設

事業所 濃縮施

設 

１件 【件名 根本原因分析に基づく改善提言に対する不適切な是正措置】 

平成２７年度第３回保安検査から平成２８年度第２回保安検査にお

ける、品質方針に沿った保安活動の実施に係る指摘に関して、事業者

が実施した改善に係る取組状況について検査した。 

 

その結果、以下の事項が確認された。 

・平成２８年６月、社長直轄の根本原因分析チームが、品質保証室に

よる品質マネジメントシステムが機能していないことに関する根

本原因分析を実施し、改善提言を策定した。また、社長もメンバー

である全社対応委員会に二度報告されていた。平成２８年９月、

安全・品質本部（副社長が本部長）は、対応が終了していない提言

があるにもかかわらず、対応が終了し、組織改正等によって改善

されたとする事実と異なる評価書をとりまとめた。 

・当該評価結果は、安全・品質本部長を含む限られた幹部の打ち合わ

せによって策定されたものであり、その意思決定の過程の記録等

がなく、また、評価結果を全社対応委員会に諮るべきところ、これ

がなされていなかった等、不適切な意思決定プロセスによって策

定されたものであった。 

・同評価書により、本件に関する不適合管理の是正処置を完了し、是

正措置が完了したことは、監査室の確認により、平成２８年１１

月の社長によるマネジメントレビューにも報告されたが、改善提

言が実施されていないことを問題視しなかった。 

 

本件については、全社組織の品質マネジメントを中心として推進す

べき立場である安全・品質本部が、自ら定めた業務プロセスに沿わな

い活動を行っており、以下の保安規定の条項に反していることが確認

された。 

 

・第２章 保安管理体制 第２節 職務 第５条 職務 第２項 

・第３章 品質保証 第２２条 業務の計画及び実施 第１項 

・第３章 品質保証 第２７条 是正処置及び予防処置 第４項 

 

上記のことから、本件については、保安規定違反と判定する。 

 

本件について、原子力規制委員会は、平成２８年１２月１４日に日

本原燃(株)に対し核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第６７条第１項の規定に基づく報告徴収命令を発出し、平成２９

年１月３０日に日本原燃(株)から報告がされた。 

日本原燃株式会

社 濃縮・埋設

事業所 廃棄物

埋設施設 

１件 【件名 廃棄物埋設施設の巡視・点検の状況に係る記録の未作成につ

いて】 

 平成２８年１１月７日に、保守記録のうち廃棄物埋設施設の巡視・

点検記録が作成されていない不適合事象が確認された旨、事業者から

原子力保安検査官に対し報告があった。 

 当該不適合事象を踏まえ、保安検査において事実確認を行ったとこ

ろ、平成２８年８月第３週（８月１５日～１９日）及び同年９月第１週

（８月２９日～９月２日）に実施した２回分の巡視及び点検の状況に

係る記録が未作成であることを確認した。 

本件については、巡視及び点検の状況に係る記録を作成していなか

ったことが、保安規定第３条の５の２（文書化に関する要求事項）、同

第５９条（記録・保存）の規定を満足していないものと判断する。しか
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しながら、他の記録等により巡視及び点検が実施されていると認めら

れることから、施設の安全に直ちに影響を及ぼすものではないと考え

られるため、保安規定違反（監視）とする。 

日本原子力研究

開発機構核燃料

サイクル工学研

究所（再処理施

設） 

２件 【件名 ガラス原料供給設備の不具合に係る不適合管理の不履行】 

ガラス固化技術開発施設の設備等に関する不適合管理の進捗状況等

について検査した。 

 

その結果、以下の点が確認された。 

・ガラス固化技術開発施設に係るガラス原料の押し込み不具合（平

成２８年１月に発生）については、不適合管理として原因究明等

を実施したものの不適合の除去には至っていないが、ガラス原料

供給設備の一部改造を実施し、運転を継続した。不適合の除去が

出来ていない状態で運転を継続する場合は、保安規定に基づく事

業者の内部手続きである特別採用の手続きを行うべきところ、こ

れを講じていなかった。 

 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。 

・第Ⅰ編第３章第５１の１０（２）（不適合管理） 

 

ただし、ガラス原料供給設備は保安上重要な設備ではないため、安

全上、直ちに影響を及ぼすものではないことから保安規定違反（監視）

と判定する。 

【件名 ガラス原料供給設備における故障表示発生時の記録の保存に

係る不履行】 

ガラス固化技術開発施設の設備等に関する不適合管理の進捗状況等

について検査した。 

 

その結果、以下の点が確認された。 

・ガラス原料供給設備のガラス原料の押し込み不具合の発生時にお

いては、工程制御装置に故障表示がされた。この故障表示は、平成

２８年１月２５～２９日の間に計４２回発生していたものの、初

回のみ保安規定に基づく所定の記録が作成され、残りの４１回に

ついては、当該記録を作成していないことが確認された。 

 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。 

・第Ⅲ編第１章の２第１節第１１５条の４（５）（運転留意事項） 

 

ただし、事象発生後、監視が強化され、現場から担当課長に適宜報告

もなされていることを確認したため、安全上、直ちに影響を及ぼすも

のではないことから保安規定違反（監視）と判定する。 
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日本原子力研究

開発機構核燃料

サイクル工学研

究所（使用施設） 

１件 【件名 核燃料物質の取扱量に係る不十分な表示】 

平成２８年度第３回保安検査における、日本原子力研究開発機構原

子力科学研究所（使用施設）の検査結果を踏まえた水平展開の対応状

況について検査した。 

 

その結果、主に以下の点が確認された。 

・核燃料物質の使用上の制限として、使用場所ごとに最大取扱量と

して数量及び注釈（具体的な性状等の取扱条件）を表示するとし

ているところ、プルトニウム燃料第一開発室、プルトニウム燃料

第二開発室及びプルトニウム燃料第三開発室のグローブボックス

において数量の表示のみであり、注釈が表示されていなかった。 

 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。 

・第Ⅲ編第８編第７条（臨界管理ユニットに係る制限量等の表示） 

 

ただし、本件については、取扱制限量を超えていないこと、既に現場

表示の修正が適切になされたことから、直ちに原子力安全に影響を及

ぼすものではないため、保安規定違反（監視）と判定する。 

日本原子力研究

開発機構原子力

科学研究所（使

用施設） 

１件 【件名 核燃料物質の取扱量に係る不十分な表示】 

核燃料物質の取扱量に係る保安規定が改正されたことから、それを

踏まえた対応状況について検査した。 

 

その結果、主に以下の点が確認された。 

・核燃料物質の使用上の制限として、使用場所ごとに最大取扱量と

して数量及び注釈（具体的な性状等の取扱条件）を表示するとし

ているところ、廃棄物安全試験施設のセル、グローブボックスに

おいては、数量の表示のみであり、注釈が表示されていなかった。 

 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。 

・第８編第５条（使用施設の使用上の制限）第２項 

 

ただし、本件については、取扱制限量を超えていないこと、また、作

業員に対して保安規定改正を踏まえた教育が実施されていることか

ら、直ちに原子力安全に影響を及ぼすものではないため、保安規定違

反（監視）と判定する。 

原子燃料工業株

式会社 

熊取事業所 

２件 【件名 負圧警報発報時における不適切な対応】 

平成２８年１１月９日の施設定期自主検査時において、燃料棒加工

室の負圧警報が発報した事象に関し、当該事象に関する社外関係機関

への通報が直ちに行われなかったことから、非常時の対応、本事象に

関する施設定期自主検査の作業手順、実施体制及び検査方法等につい

て検査した。 

 

その結果、以下の点が確認された。 

・操作責任者（設備掛主任）は、負圧警報の発報を確認した場合、保

安規定に従い、直ちに担当部長（設備管理部長）に報告するべきで

あったところ、担当部長へ報告を行わなかった。 

・担当部長は、保安規定上の情報伝達ルートではないルートで、本件

の内容を把握したにもかかわらず、同部長は保安規定に従い、直

ちに異常状態の解消及び拡大防止に必要な応急措置を講じるとと

もに、関係部長（業務管理部長、環境安全部長）及び所長に通報す

るべきであったところ、所長には通報を行ったものの、直ちに必

要な応急措置を行わず、関係部長への通報を行わなかった。 
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・所長は、保安上特に重要な事態が発生した際には、直ちに社外関係

機関に報告すべきであったところ、情報収集に時間をかけたこと

から、約２時間経過後に社外関係機関に対して報告をした。 

 

本件については、保安規定に基づき、異常時の措置及び社外関係機

関への報告を直ちに実施するべきであるところ、その措置が講じられ

ておらず、以下の保安規定の条文に反していることが確認された。 

 

・第４章第５節（異常時の措置） 第３６条 

・第１２章（記録及び報告） 第９８条第３項 

 

上記のことから、本件については、保安規定違反と判定する。 

【件名 工事計画の策定に係る不適切な審査】 

負圧警報発報に係る再発防止対策として、監視用負圧計配管口出し

に係る工事を実施していたところ、負圧警報の誤報が発報したことか

ら、当該工事に係る計画の策定及び実施に係るプロセスについて検査

した。 

 

その結果、以下の点が確認された。 

・核燃料取扱主任者は、工事の計画を審査し、保安上重要なものは核

燃料安全委員会に諮問するよう担当部長に指示するべきと規定さ

れているところ、保安規定の認識不足により、保安上重要なもの

であると判断したにもかかわらず、核燃料安全委員会での審議は

不要であると指示した。 

・さらに、上記と類似の事項について、記録が保存されている過去５

年間の記録を確認したところ、平成２７年６月２９日以降、計７

件確認された。 

・所長、担当部長（設備管理部長）等は、核燃料取扱主任者が工事計

画を保安上重要と判断しており、誤りを正して、保安規定に従い、

核燃料安全委員会で審議すべきであったところ、核燃料安全委員

会の審議を受けず工事を実施したこと。 

・所長、核燃料取扱主任者、担当部長等は、保安規定の認識不足によ

り当該規定を遵守できなかったこと。 

 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。 

 

・第２章第４節（核燃料取扱主任者の職務）第１９条第１項第９号 

・第６章第３節（補修） 第６３条第２項 

 

上記のことから、本件については、保安規定違反と判定する。 
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別表２－３：保安検査期間外の保安規定違反（監視を含む）について 
 

事業所 件数 保安規定違反（監視を含む）の概要 

日本原子力研究

開発機構大洗研

究開発センター

（南地区）（使用

施設） 

１件 【件名 放射線管理用機器の異常時に係る不適切な措置】 

平成２８年１２月１５日の保安調査において、照射燃料試験施設の

化学室に設置されているローカルエアサンプリング装置の流量率が、

保安規定の下部規程で定めている流量率（以下「管理値」という。）よ

り低下していることを確認した。 

このため、平成２８年１２月１５日及び１９日の保安調査において

機構に対して指摘した。また、平成２８年１２月２６日の面談により当

該事象に関する報告を受けた。確認された内容は以下の通り。 

・当該事象については、室内ダストモニタにより管理がなされている

との認識から、遅くとも平成２８年１０月の時点で異常と判断し

なかったこと。このため、異常の際の施設管理者への報告及びこれ

に対する必要な措置がとられていなかったこと。 

・ローカルエアサンプリング装置を用いた化学室の空気中の放射性

物質濃度の記録の作成にあたっては、サンプリング端の流量率が

管理値より低下しているにもかかわらず、管理値を用いて算出し

ていること。 
 

本件については、以下の保安規定の条文に反していることが確認さ

れた。 

 

・第４６条（線量率等の測定） 

・第５０条（放射線管理用機器類の管理） 

・第７８条（異常時の措置） 

 

なお、室内ダストモニタでは空気中の放射性物質濃度の測定値に異

常はなく、直ちに原子力安全に影響を及ぼすものではないことから保

安規定違反（監視）と判定する。 

日本原子力研究

開発機構原子炉

廃止措置研究開

発センター 

１件 【件名 原子力廃止措置研究開発センターにおける検査記録の管理不

備について】 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置研究開発

センター（以下「原子炉廃止措置研究開発センター」という。）に関

する平成２８年度第３回保安検査終了後、当該検査において要求した

過去の検査記録（検査対象：液体シンチレーション計測装置）が提出

された。当該記録を確認したところ、複数の検査記録及び点検マニュ

アルを必要な手続を経ないまま、担当課の独自の判断で修正していた

ことが判明した。 

本件のように検査記録及び点検マニュアルを必要な手続を経ないで

担当課の独自の判断で修正することは、品質保証上に問題があったも

のと考える。そのため、日本原子力研究開発機構に対し、保安規定等

に定める手続を経ずに修正した記録等の有無及び原因について調査

し、 これら原因を踏まえた対策について報告するよう指示文書を発

出した。 

日本原子力研究開発機構からの報告によると、「保安規定に定める

保存期間内の原子炉施設及び廃止措置に係る保安に関する記録等に対

して、保安規定に定める手続きを経ずに修正した記録が約２２万頁中

３２６頁、文書（マニュアル）が約５００件中５件であった。これら

不適切な修正は、文書管理、記録管理、不適合管理など記録等の基本

的な品質管理に関する重要性、記録等の適切性に係る認識が組織的に

不足していたことが原因であり、今後の対策として、品質記録等の管
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理体制を強化するとともに、教育による認識や意識の改善等を図

る。」としている。 

本件については、過去の測定値を変更したものではなく、この保安

規定の不履行により原子力安全に影響を及ぼすとは判断されないもの

の、このような行為が過去から繰り返されており、以下の条文に違反

していることが確認された。 

第５条（品質保証） 

第６９条（記録等） 

上記のことから、本件については保安規定違反と判断する。 
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使用施設等における核燃料物質のグローブボックス等を用いた 

長期保管に係る保安検査における確認について（案） 

 

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という）原子力科学研

究所に対する平成２８年度第３四半期の保安検査において、当該施設の保安規定に定め

ている施設の区分によらずに、核燃料物質が長期間にわたってセルやグローブボックス

等に保管されていることを確認した。 

この確認結果を踏まえ、原子力機構の他事業所を含め、他事業者についても同様の事

案の可能性があることから、保安検査等で確認したところ、再処理事業者、加工施設事業

者、使用者の計１０施設で同様の事案が確認された。 

 

（参考１）保安規定に定める施設の区分によらずに核燃料物質を長期保管していた事業者 

 

事業者 許可等の区分 

日本原燃株式会社 再処理事業所（注） 再処理 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 再処理・使用 

原子力科学研究所 使用 

大洗研究開発センター（北地区） 使用 

大洗研究開発センター（南地区） 使用 

人形峠環境技術センター 加工・使用 

ニュークリア・デベロップ 

メント株式会社 
 使用 

公益財団法人 

核物質管理センター 
六ヶ所保障措置センター 使用 

（注）ウラン酸化物粉末をウラン酸化物貯蔵建屋の貯蔵容器取扱室に、MOX 粉末をウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋のグローブボックス内に、劣化ウラン粉末をウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋に仮置。他の原子力施設では、セル、グローブボックス、

フードのいずれかに保管。 

資料２－２ 
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２．保安検査において確認した主な事実関係 

 

○各事業所の保安規定においては、核燃料物質等の使用をさらに使用（以下「保安規定上

の使用」という）、貯蔵、廃棄に区分し、それぞれ保安規定上の使用施設で使用し、貯

蔵施設に貯蔵し、廃棄施設に廃棄することしている。しかしながら、事業者は、保安規

定上で定める区分に応じた管理を厳格には行っていなかった。 

〇実態としては、保安規定上の使用施設であるセル、グローブボックス、フード等に保管

されており、放射性物質の量・種類等を考慮すれば、リスクの高い状況での保管ではな

かった。また、保障措置上の管理も適切に行われていた。 

○事業者は、保安規定の区分に応じた貯蔵施設又は廃棄施設へ適切に貯蔵又は廃棄する

こと（必要に応じて保安規定の変更認可手続きを行うことも含む）及び教育等を行う

こと等の指摘を踏まえ、核燃料物質を保安規定に応じた使用、貯蔵、廃棄を実施するた

めの作業計画（以下「是正措置計画」という）を策定し、是正措置計画に基づき順次作

業を実施している。 

 

３．本保安検査結果を受けた対応 

 

本件については、既に事業者により是正措置計画の策定等が行われているので、以下

により改善状況等を確認することとする。 

・ 保安検査等で提出された是正措置計画について、セル等を貯蔵設備として利用するこ

とも含め、実効的な是正措置となるよう、また、すべての是正措置が一定期間で完了

するように必要に応じて是正措置計画の見直しを行い、３月までに再度提出するよう

求める。 

・ 是正措置計画の実行状況を保安検査等により確認 

・ 原子力規制委員会に保安検査結果等の機会を通じて報告 

  

保安規定の履行の不徹底については、核燃料物質を保安規定上の使用施設において長

期間保管することに対して従来規制当局が保安規定不履行であるとの考えを示していな

かったこと、リスクの高い状況ではなかったこと、事業者が合理的な期間内で是正措置

を講じようとしていることを考慮して、指摘事項として改善を求めることとしたい。な

お、放射性廃棄物の仕掛品が一時保管として長期間保管されていた事例に対して指摘事

項として改善を求めた先例がある。 

 

今後は、３月までに提出を受けた是正措置計画が計画通りに実行されていない場合に

は、保安規定違反としてその是正を求めることとする。また、今回の検査により是正措置

が求められていない事業者に対しても、同様の問題を生じないよう適切な対応を求める。 
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４．リスクの小さい核燃料施設等における保安上不適切な状況への対応 

 

現行の核燃料施設等保安検査実施要領（参考２）では、核燃料施設等のうちリスクの小

さいものに対しても、原子力発電所に対する保安検査と同様の考え方で、保安規定違反

の対応を行っているところであるが、今回の事案も考慮し、核燃料施設等のうち重大事

故等対処施設を要しないものに対してはその取扱いを異なるものとする。 

当面は、使用施設を対象に以下のような対応をとることとしたい。 

 

核燃料施設等における保安上不適切な状況が認められた場合において、本件のように

規制当局として保安規定不履行との明確な判断を示していない等保安規定不履行につい

て一律に判断することが困難な場合においては、当該施設の有するリスク、発生した事

象に係る原子力安全に対する影響度等を総合的に考慮した上で、保安規定違反の有無（保

安規定違反と判断しない場合には「指摘」）の判定を行い、規制委員会に報告する。 

上記の手続きにより指摘した事項については、事業者が不適合管理により是正措置を

行うことを確認し、その後是正措置計画にしたがって是正されず不適合管理の不履行が

認められる場合には、保安規定違反として早急の是正を求める。 

なお、不適切な状況が、保安規定が核燃料物質等の利用の実態を反映していないこと

による場合には、保安規定が利用の実態に即したものとなるよう指導する。 

 

上記の考え方に基づき、核燃料施設等保安検査実施要領（平成２６年１０月８日 原規

規発第 1410083 号原子力規制庁長官決定）の一部変更案を５月までに原子力規制庁から

原子力規制委員会に報告し、その後変更を行う。なお、施設が多様であるので、指摘事

項、保安規定違反（監視）、保安規定違反の場合の区分の判定の具体的基準は策定しない。 

 

 （参考２）現行の核燃料施設等保安検査実施要領（抜粋）（平成２６年１０月） 

 

１１．違反事項の取扱 

保安検査において保安規定違反の疑いのある事象を発見した場合、事業者に対し事実

関係を確認する。確認した事実関係を踏まえ保安規定違反と判断した場合には、発生し

た事象に係る原子力安全に対する影響度等を総合的に考慮した上で、当該事象を評価し、

保安規定違反の区分の判定（当該事象が軽微な違反（以下「監視」という。）に該当する

ものかどうかの判定をいう。）を行う。 

判定の結果、保安規定違反が「監視」に該当しない場合は、原子力規制委員会に報告す

るとともに、同委員会の判断により、法令に基づく命令や指導文書を発出し、事業者に対

し、適切な期間内に再発防止策等を報告するよう求める。保安規定違反が「監視」に該当

する場合は、その後の基本検査において事業者の行う改善措置の状況を確認する。 
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（参考３） 

 

 
 

 
 

セル内での保管状況（鋼製容器に入れた状態で保管） 
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グローブボックス内での保管状況（鋼製容器に入れた状態で保管（中央部）） 

 


